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昨
年
の
夏
、
私
は
、
『
日
本
の
伝
統
的
労
資
関
係
』
と
題
し
て
友
子
制
度
の
歴
史
に
関
す
る
著
書
を
出
版
し
、
日
頃
資
料
の
面
で
世

話
に
な
っ
た
方
女
に
自
著
を
寄
贈
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
礼
状
の
一
つ
に
、
飯
塚
市
伊
岐
須
の
西
樂
寺
に
残
さ
れ
て
い
た
明
治
三
八
年

頃
の
『
奉
願
帳
』
が
あ
る
、
と
記
し
て
あ
っ
た
。
私
は
さ
っ
そ
く
手
紙
の
主
で
あ
る
永
末
十
四
雄
氏
に
そ
の
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
く
れ
る

よ
う
に
依
頼
し
た
。
氏
は
心
よ
く
私
の
申
し
出
を
受
け
て
く
れ
た
が
、
寺
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
は
コ
ピ
ー
で
、
現
物
は
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
と
の
事
で
あ
る
。
私
は
そ
の
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
も
ら
っ
て
、
小
論
で
分
析
す
る
こ
と
に
し
た
。

と
も
こ

奉
願
帳
と
い
う
の
は
、
わ
が
国
の
鉱
山
で
発
達
し
た
「
友
子
」
と
呼
ば
れ
た
鉱
夫
の
ク
ラ
フ
ト
・
ギ
ル
ド
的
な
同
職
組
合
が
、
病
気

や
災
害
で
働
く
能
力
を
失
っ
た
鉱
夫
に
、
一
定
の
手
続
の
下
に
発
行
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
与
え
ら
れ
た
鉱
夫
は
、
各
地
の
鉱
山
を
廻

っ
て
一
宿
一
飯
と
若
干
の
寄
附
を
受
け
な
が
ら
余
生
を
送
る
と
い
う
い
わ
ば
労
災
救
済
制
度
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
奉
願
帳
制
度
は
、
こ
れ
ま
で
お
よ
そ
の
概
観
は
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
制
度
の
詳
し
い
内
容
と
、
そ
の
歴
史
的
な
経
緯
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奉
願
帳
と
は
、
大
正
九
年
に
発
行
さ
れ
た
農
商
務
省
鉱
山
局
編
の
『
友
子
同
盟
一
一
関
ス
ル
調
査
』
に
よ
れ
ば
、
「
交
際
坑
夫
（
す
な

わ
ち
友
子
の
メ
ン
バ
ー
の
こ
と
ｌ
引
用
者
）
ニ
シ
テ
不
具
廃
疾
ノ
為
一
一
生
涯
労
役
二
従
事
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
者
二
対
シ
各
地
鉱
山
一
一

稼
業
ス
ル
友
子
ノ
救
助
ヲ
得
シ
ム
ヘ
キ
目
的
ヲ
以
テ
山
中
友
子
一
同
ヨ
リ
本
人
一
一
交
附
ス
ル
モ
ノ
ニ
ン
テ
之
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
〈
全
国
鉱

（
１
）
 

山
ヲ
遍
歴
シ
友
子
ノ
救
助
ヲ
求
ム
」
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

小
論
は
、
主
に
明
治
一
一
一
八
年
一
一
月
一
一
三
日
の
発
行
時
か
ら
明
治
四
一
年
一
一
月
一
一
五
日
ま
で
の
日
付
の
あ
る
一
つ
の
奉
願
帳
を
詳
し

く
分
析
し
て
、
奉
願
帳
制
度
に
つ
い
て
幾
分
と
も
そ
の
実
態
の
解
明
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
奉
願
帳
は
、
今
の
と

こ
ろ
こ
れ
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
最
も
古
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
発
行
時
か
ら
所
持
者
の
死
亡
時
ま
で
の
記
録
を
含
ん
で
お

り
、
奉
願
帳
の
形
式
、
内
容
を
ほ
ぼ
完
全
に
備
え
た
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。

小
論
は
、
拙
著
『
日
本
の
伝
統
的
労
資
関
係
』
で
は
、
十
分
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
明
治
後
期
の
友
子
の
共
済
活
動
、
と
く
に
奉
願

帳
制
度
の
実
態
に
つ
い
て
の
考
察
を
補
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
小
論
は
、
と
く
に
日
本
の
社
会
政
策
史
や
労
働
者
の
救
貧
制
度
史
の

研
究
に
一
つ
の
刺
激
を
与
え
る
も
の
に
な
れ
ば
幸
で
あ
る
。

な
お
末
筆
な
が
ら
資
料
の
提
供
者
に
先
ん
じ
て
資
料
を
利
用
す
る
こ
と
を
認
め
て
下
さ
っ
た
永
末
十
四
雄
氏
お
よ
び
こ
の
資
料
の
最

初
の
発
見
者
で
あ
る
作
家
の
林
え
い
だ
い
氏
に
深
く
謝
意
を
記
し
て
お
き
た
い
。

(1) 

農
商
務
省
『
友
子
同
盟
一
一
関
ス
ル
調
査
』
に
よ
る
概
要

奉
願
帳
制
度
の
概
要
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奉
願
帳
に
対
し
「
寄
附
帳
」
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
大
病
人
又
〈
不
具
廃
疾
ナ
ル
モ
未
夕
生
涯
全
治
ノ
見
込
ナ
キ
ノ
程

（
３
）
 

度
二
達
セ
サ
ル
モ
ノ
ニ
附
与
」
す
る
も
の
で
、
奉
願
帳
制
度
に
附
随
す
る
も
の
で
、
形
式
は
殆
ん
ど
前
者
に
等
し
く
、
寄
附
の
額
で
は
、

前
者
よ
り
三
、
四
割
少
な
く
、
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
と
く
に
立
ち
入
ら
な
い
で
お
く
。

奉
願
帳
の
作
製
は
、
「
調
製
」
と
い
っ
て
、
ま
ず
本
人
が
相
当
の
病
気
に
か
か
る
か
怪
我
し
た
場
合
、
周
囲
の
仲
間
の
推
薦
を
得
て

友
子
の
組
織
に
願
書
を
提
出
す
る
。
友
子
の
役
員
会
は
、
そ
の
諾
否
を
決
め
て
、
友
子
の
全
員
集
会
で
承
認
を
与
え
る
の
が
慣
行
で
あ

る
。
農
商
務
省
の
『
調
査
』
に
よ
れ
ば
、
奉
願
帳
作
製
の
「
要
件
」
は
、
「
①
友
子
ナ
ル
コ
ト
、
②
平
素
忠
実
一
一
友
子
ノ
義
務
ヲ
尺
シ
タ

ル
コ
ト
、
③
災
害
一
一
基
キ
傷
病
又
〈
不
具
廃
疾
ト
ナ
リ
シ
コ
ト
、
④
医
師
ノ
証
明
、
⑤
当
該
鉱
山
及
隣
山
友
子
ノ
立
会
承
認
ヲ
得
ル
コ

（
４
）
 

ト
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
奉
願
帳
の
発
行
は
、
厳
し
い
ル
ー
ル
の
下
に
行
な
わ
れ
、
乱
発
が
防
止
さ
れ
て
い
る
。

か
の
『
調
査
』
は
、
更
に
奉
願
帳
の
「
効
果
」
と
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
奉
願
帳
…
…
ヲ
調
製
シ
タ
ル
時
〈
先
シ
本
人
ノ

稼
業
シ
タ
ル
鉱
山
事
務
所
、
山
中
友
子
一
同
（
交
際
所
）
親
分
、
発
起
人
其
他
友
子
中
ノ
有
志
者
、
世
話
人
等
応
分
ノ
寄
附
ヲ
ナ
ス
是

（
５
）
 

等
ノ
寄
附
（
頗
ル
多
額
ニ
シ
テ
数
十
円
乃
至
百
円
余
二
及
フ
コ
ト
ァ
リ
」
。
そ
し
て
「
次
一
一
其
ノ
持
参
人
ノ
来
訪
ヲ
受
ケ
タ
ル
鉱
山
一
一

於
テ
ハ
交
際
所
ヨ
リ
規
定
ノ
寄
附
ヲ
ナ
シ
送
り
奉
願
帳
ノ
場
合
ニ
ハ
隣
山
迄
護
送
ス
寄
附
ノ
額
〈
交
際
所
ニ
ョ
リ
差
異
甚
シ
ク
一
一
三
十

（
６
）
 

銭
ノ
少
額
ヨ
リ
十
数
円
ノ
多
額
二
及
フ
」
と
。

（
７
）
 

以
上
の
説
明
に
よ
っ
て
、
奉
願
帳
制
度
の
お
よ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
一
不
し
た
奉
願
帳
に
つ
い
て

（
２
）
 

ノ
」
で
あ
る
。

こ
の
奉
願
帳
に
は
一
一
種
あ
っ
て
、
「
送
り
奉
願
帳
ト
ハ
自
由
ヲ
弁
ス
ル
コ
ト
能
〈
サ
ル
者
一
一
附
与
ス
ル
モ
ノ
ニ
ン
テ
其
遍
歴
二
介
添

人
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
一
一
此
奉
願
帳
持
参
者
登
山
シ
タ
ル
時
〈
友
子
一
同
ノ
費
用
ト
労
力
ヲ
以
テ
隣
山
二
送
致
ス
ル
ヲ
要
」
す
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
「
平
奉
願
帳
〈
送
り
奉
願
帳
ヨ
リ
軽
微
ナ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
自
用
ヲ
弁
ス
ル
ヲ
得
ル
モ
ノ
ー
ー
附
与
ス
ル
モ
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直
接
友
子
が
、
制
度
と
し
て
労
働
能
力
喪
失
者
を
救
済
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
刊
の
『
鉱
夫
雑
諏
』

た
の

と
い
う
資
料
に
ふ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
鎚
親
と
い
へ
る
を
敬
し
て
業
を
導
れ
理
非
を
判
せ
ら
れ
弟
子
分
と
い
ふ
を
潟
ん
で
老
衰
を
助

（
９
）
 

け
ら
れ
疾
病
の
身
の
よ
る
べ
と
す
」
と
あ
る
。

こ
の
記
述
は
、
友
子
集
団
の
中
で
鎚
親
と
呼
ば
れ
る
親
方
鉱
夫
が
弟
子
分
た
ち
に
よ
っ
て
「
老
衰
を
助
け
ら
れ
疾
病
の
身
の
よ
る

べ
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
徒
弟
制
度
を
軸
と
す
る
親
分
子
分
関
係
に
よ
る
労
働
能
力
喪

失
者
の
救
済
は
、
友
子
の
形
成
と
同
時
に
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

奉
願
帳
制
度
の
本
質
で
あ
る
労
働
能
力
喪
失
者
の
友
子
内
で
の
救
済
と
い
う
点
が
、
徳
川
後
期
に
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

農
商
務
省
の
『
友
子
同
盟
二
関
ス
ル
調
査
』
の
奉
願
帳
制
度
に
つ
い
て
の
記
述
で
、
決
定
的
な
欠
陥
は
、
こ
の
奉
願
帳
制
度
が
何
時

（
８
）
 

頃
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
大
正
七
、
八
年
の
調
査
時
点
に
達
し
た
か
と
い
う
歴
史
的
な
説
明
が
全
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

奉
願
帳
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著
で
簡
単
に
ふ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
論
点
を
整
理
し
、
若
干
詳
し
く
論
じ
て
お
き

た
い
。

に
徳
川
時
代
に
遡
る
。

農
商
務
省
『
調
査
』
の
指
摘
す
る
生
涯
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
「
不
具
廃
疾
者
」
（
こ
の
用
語
は
適
切
と
は
思
わ
れ
な

い
の
で
、
私
は
今
後
労
働
能
力
喪
失
者
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
）
を
、
友
子
が
救
済
し
よ
う
と
し
た
事
実
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

の
説
明
は
、
後
に
詳
し
く
分
析
す
る
よ
う
に
、
す
べ
て
事
実
で
あ
る
。

(2) 
奉
願
帳
制
度
の
形
成
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は
、
こ
こ
で
確
認
さ
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

更
に
、
徳
川
後
期
に
お
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
単
に
徒
弟
制
度
に
基
づ
く
親
分
子
分
関
係
に
よ
っ
て
労
働
能
力
喪
失
者
を
救
済
す
る

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
超
え
て
友
子
が
全
体
と
し
て
、
お
互
い
に
知
ら
な
い
者
同
志
が
友
子
仲
間
と
い
う
立
場
か
ら
労
働
能
力
喪
失
者

を
救
済
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
直
接
証
明
す
る
よ
う
な
資
料
は
ま
だ
承
あ
た
ら
な
い
が
、

友
子
全
体
に
よ
る
労
働
能
力
喪
失
者
の
救
済
を
示
唆
す
る
資
料
は
あ
る
。

安
政
六
、
七
年
頃
の
妙
典
舗
銀
山
の
『
日
記
』
が
あ
る
。
こ
の
日
記
は
、
多
く
の
鉱
夫
が
鉱
山
か
ら
鉱
山
へ
移
動
す
る
た
め
に
信
州

茅
野
の
こ
の
鉱
山
に
立
寄
り
、
．
宿
一
飯
」
の
恩
義
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
幾
人
か
の
重
病
人
に
対
し

て
も
手
厚
い
保
護
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
珪
肺
や
そ
の
他
の
病
気
に
か
か
り
、
怪
我
を
し
た
鉱
夫
た
ち
が
、
浪
人
鉱
夫
と
し
て
鉱

山
を
巡
回
し
て
生
活
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

『
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
秋
田
出
生
の
金
掘
大
工
浪
人
亀
吉
は
、
安
政
五
年
一
一
月
八
日
「
両
三
日
、
飯
場
留
置
下
さ
れ
る
よ
う
願
い
出

に
つ
き
、
承
り
お
く
」
と
あ
っ
た
が
、
一
一
月
二
一
日
に
「
出
立
す
べ
き
と
こ
ろ
、
足
痛
に
て
又
々
、
両
一
一
一
日
逗
留
の
願
い
承
り
お
く
」

（
、
）

と
あ
る
。
そ
の
後
三
月
三
日
「
亀
吉
は
又
々
日
延
」
し
、
一
一
一
月
一
八
日
「
秋
田
の
大
工
亀
吉
、
や
っ
と
全
快
し
て
出
立
す
る
」
と
あ
る
。

亀
吉
は
、
病
気
の
た
め
一
カ
月
以
上
こ
の
飯
場
で
世
話
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

秋
田
出
生
の
大
工
浪
人
国
松
の
例
は
、
安
政
四
年
末
よ
り
夫
婦
で
当
山
に
逗
留
し
て
い
た
が
、
翌
年
一
月
二
一
日
、
「
病
体
よ
る
し

（
ｕ
）
 

か
ら
ず
、
こ
の
節
も
っ
と
も
大
病
の
］
口
、
職
人
共
よ
り
申
し
参
っ
た
の
で
、
御
含
永
下
さ
れ
た
い
と
申
出
た
」
が
、
そ
の
後
死
亡
し
た

た
め
、
鉱
夫
た
ち
は
、
彼
を
懇
ろ
に
葬
っ
て
い
る
。

秋
田
出
生
の
大
工
浪
人
幸
吉
の
例
は
、
安
政
六
年
一
○
月
一
七
日
に
「
足
痛
の
た
め
当
月
下
旬
ま
で
逗
留
養
生
を
し
た
い
と
い
う
願

い
出
に
、
永
逗
留
に
つ
き
病
所
が
少
し
で
も
快
方
と
見
う
け
た
ら
早
速
出
立
を
申
し
付
け
て
承
り
お
く
」
と
あ
っ
た
が
、
二
月
一
日
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友
子
制
度
は
、
維
新
後
鉱
山
業
の
発
展
と
と
も
に
新
た
な
発
達
を
ふ
せ
、
恐
ら
く
奉
願
帳
制
度
も
そ
の
過
程
で
す
で
に
ゑ
た
よ
う
な

形
式
を
備
え
る
ま
で
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
奉
願
帳
制
度
は
、
何
時
頃
か
ら
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
拙
著
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
奉
願
帳
制
度

は
、
明
治
三
○
年
の
磐
城
炭
砿
の
友
子
規
約
に
お
い
て
は
じ
め
て
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
友
子
規
約
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

に
「
出
立
の
と
こ
ろ
、
病
気
に
つ
ぎ
御
日
延
べ
願
い
お
き
の
と
こ
ろ
、
今
も
っ
て
快
方
仕
ま
つ
ら
ず
。
こ
の
た
び
飯
場
一
同
、
私
を
も

っ
て
快
方
ま
で
願
い
上
げ
奉
り
た
い
と
、
金
助
申
し
出
て
承
り
お
く
」
と
あ
り
、
同
月
二
日
に
「
幸
吉
は
昨
七
ッ
時
す
ぎ
よ
り
病
体

（
皿
）

よ
ろ
し
か
ら
ず
、
相
果
て
た
と
申
し
出
た
」
。

以
上
の
二
例
は
、
死
に
至
る
よ
う
な
重
病
人
の
鉱
夫
が
当
鉱
山
飯
場
で
世
話
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
直
接
友
子
が

世
話
を
し
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
鉱
夫
が
主
体
と
な
っ
て
世
話
し
た
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
慣
行
は
、

友
子
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
文
久
頃
の
尾
去
沢
鉱
山
の
友
子
資
料
は
、
右
の
よ
う
な
具
体
的
事
実
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
友
子
が
他

山
の
鉱
夫
と
連
帯
し
て
い
く
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
で
、
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
何
成
変
事
之
節
〈
御
山
内
住
居
者
之
者

（
、
）

〈
申
す
に
及
ば
す
、
諸
山
エ
知
ら
せ
合
候
得
〈
表
向
親
類
之
訳
を
以
、
友
子
朋
輩
見
舞
の
為
罷
候
事
礼
儀
に
御
座
候
」
と
。

こ
こ
で
は
、
直
接
病
人
の
救
済
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
各
山
の
友
子
が
お
互
い
に
助
け
合
う
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
お

り
、
労
働
能
力
喪
失
者
が
出
た
場
合
、
各
山
の
友
子
が
全
体
と
し
て
彼
を
救
済
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
倫
理
観
が
よ
ゑ
と
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
私
は
、
徳
川
後
期
に
は
、
す
で
に
労
働
能
力
喪
失
者
を
友
子
と
し
て
救
済
し
て
い
く
制
度
は
形
成
さ
れ
て
い
た
、

と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
先
に
ふ
た
奉
願
帳
制
度
の
よ
う
な
形
式
に
ま
で
発
達
し
た
の
は
、
明
治
維
新
後
の
こ
と
で
は
な
い

か
と
察
せ
ら
れ
る
。

友
子
制
度
は
、
艀
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む
し
ろ
問
題
は
、
明
治
三
○
年
に
磐
城
地
方
の
炭
砿
で
規
定
さ
れ
て
い
た
奉
願
帳
制
度
が
、
何
時
頃
か
ら
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
推
論
で
は
、
明
治
二
○
年
代
の
初
め
、
鉱
山
業
の
近
代
化
の
進
展
の
な
か
で
、
従
来
の
労
働
能
力
喪

失
者
の
救
済
を
奉
願
帳
制
度
と
い
う
形
式
に
仕
上
げ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
の
証
明
は
な
お
今
後
の
研
究

に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
第
十
条
前
条
の
負
傷
及
病
気
に
対
し
見
舞
金
を
贈
与
す
る
期
間
は
満
拾
ヶ
月
は
山
中
に
於
て
贈
与
す
る
も
の
と
す
、
右
期
間
後

は
医
師
の
診
断
書
又
は
山
中
の
協
議
に
よ
り
願
人
の
出
頭
に
基
き
奉
願
帳
を
附
与
す
る
あ
の
と
す

第
十
一
条
第
十
条
の
奉
願
帳
寄
附
帳
に
対
し
て
は
山
中
よ
り
奉
願
帳
に
対
し
て
は
金
拾
円
、
寄
附
帳
に
対
し
て
は
金
七
円
を
贈

（
ｕ
）
 

与
す
る
も
の
と
す
」

ま
た
第
一
条
は
、
「
奉
願
帳
又
は
寄
附
帳
を
携
帯
す
る
も
の
は
附
合
料
」
と
し
て
「
奉
願
帳
一
等
金
一
円
、
同
二
等
金
七
拾
銭
、

寄
附
帳
金
五
十
銭
」
、
「
弐
度
目
廻
山
者
は
金
参
拾
銭
」
を
贈
与
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
奉
願
帳
の
発
行
（
第
十
条
、
第
十
一
条
）
と
奉
願
帳
持
鉱
夫
へ
の
寄
附
（
第
一
条
）
の
規
定
が
承
ら
れ
、
は
っ
き
り
と

奉
願
帳
制
度
が
、
制
度
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
磐
城
炭
砿
の
友
子
の
規
約
に
奉
願
帳
制
度
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る

（
咽
）

と
い
う
こ
と
は
、
友
子
制
度
の
全
国
的
普
及
か
ら
み
て
、
す
で
に
明
治
三
○
年
に
全
国
的
に
奉
願
帳
制
度
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
後
に
明
治
三
八
年
に
福
岡
県
筑
豊
で
発
行
さ
れ
た
奉
願
帳
を
分
析
す
る
の
で
右
の
よ
う
な
断
定
は
不
当

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

●
 

む
し
ろ
問
題
は
、
叩
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『
調
査
』
は
、
友
子
の
「
負
担
過
重
」
が
、
奉
願
帳
の
発
行
時
の
寄
附
と
奉
願
帳
持
へ
の
寄
附
が
「
二
一
一
一
十
銭
ノ
少
額
ヨ
リ
十
数
円

（
Ⅳ
）
 

ノ
多
額
二
及
フ
」
こ
と
に
加
瑳
え
、
「
送
り
奉
願
帳
持
参
者
ノ
護
送
〈
相
当
重
キ
負
担
」
で
あ
る
と
ふ
な
し
て
い
る
。

こ
の
負
担
が
実
際
に
ど
の
程
度
の
も
の
だ
っ
た
の
か
は
後
に
詳
し
く
分
析
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
｜
般
的
に
糸
て
、
負
担

増
が
必
然
的
で
あ
っ
た
点
の
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。
そ
れ
は
、
明
治
後
期
に
、
奉
願
帳
制
度
の
発
達
の
過
程
そ
の
も
の
の
中
で
、
鉱
夫

の
労
働
災
害
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
旧
）

こ
の
点
に
つ
い
て
『
調
査
』
は
「
鉱
業
ノ
隆
盛
且
規
模
ノ
大
ヲ
加
フ
ル
ト
共
二
災
害
件
数
増
加
シ
坑
夫
ノ
負
担
加
重
シ
」
と
述
べ
て

（
四
）

い
る
よ
う
に
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
鉱
夫
の
死
傷
率
は
著
し
く
高
ま
っ
た
。
こ
れ
は
当
然
友
子
に
負
担
を
加
重
す
る

こ
と
に
た
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
友
子
の
組
織
率
は
、
鉱
山
労
働
内
の
分
業
化
の
進
展
に
よ
っ
て
低
下
し
た
か
ら
、
そ
の
分
負
担
の

分
散
が
難
し
く
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
農
商
務
省
の
『
調
査
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
奉
願
帳
制
度
が
友
子
に
大
き
な
負
担
を
課
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
た
事
実
に
当
面
し
た
友
子
は
、
『
調
査
』
に
よ
れ
ば
、
「
友
子
ノ
交
際
中
費
用
ノ
負
担
過
重
ナ
ル
ハ
不
具
廃
疾
者
ノ
共
済
一
一

し
か
し
農
商
務
省
の
友
子
『
調
査
』
は
、
す
で
に
大
正
七
年
頃
の
調
査
を
踏
ま
え
て
、
奉
願
帳
制
度
が
「
友
子
ノ
負
担
過
重
一
こ
陥

（
通
）

り
、
か
つ
費
用
の
「
大
部
分
〈
鉱
山
遍
歴
ノ
旅
費
ニ
費
ス
ル
ヲ
以
テ
頗
ル
不
完
全
不
経
済
ナ
ル
」
を
も
っ
て
、
大
き
な
限
界
に
突
き
当

っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

わ
れ
る
。

奉
願
帳
制
度
は
、
明
治
後
期
に
発
達
し
著
し
い
普
及
を
ふ
せ
、
そ
し
て
、
大
正
初
年
代
前
半
ま
で
活
発
に
機
能
し
て
い
た
よ
う
に
思

(3) 

奉
願
帳
制
度
の
行
き
詰
り
と
衰
退
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|’ 共済組合数 共済組合数 共済組合数

年４
５
６
７
９
０
１
２
３
 

３
３
３
３
３
４
４
４
４
 

治明年１
２
５
６
７
９
１
２
３
 

２
２
２
２
２
２
３
３
３
 

治明 年
年
必
１
２
３
４
５
６
７

治
正
明
大

１
４
８
４
１
９
８
０
３
 

１
２
２
３
５
６
 

０
２
５
０
８
７
０
１
４
 

８
０
２
５
７
０
４
８
２
 

１
１
１
１
２
２
２
３
 

６
２
５
２
４
０
４
４
 

７
３
９
７
６
７
０
６
 

３
４
４
５
６
７
９
０
 ９
 

１
 

注(1)ただしこの数字は，各年度に新設されたものの累計であって，実際に各年

に存在していた組合数と一致しない近似値を示したものにすぎない。

（２）懇話会編『日本鉱業発達史」下，592頁より作成。

シ
テ
小
鉱
山
一
一
於
テ
ハ
殊
二
甚
シ
故
二
近
時
此
ノ
負
担
ノ
軽
減
ヲ
計
ル
為
一
一
多

数
ノ
鉱
山
聯
合
シ
交
際
所
ヲ
設
立
シ
不
具
廃
疾
者
ノ
共
済
ノ
ミ
〈
之
一
一
委
託
シ

（
卯
）

各
鉱
山
〈
共
同
ニ
テ
其
ノ
費
用
ヲ
負
担
ス
ル
ニ
至
し
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
連

合
交
際
所
の
設
立
に
よ
る
奉
願
帳
巡
回
の
制
限
と
合
理
化
の
方
策
を
講
じ
た
。

連
合
交
際
所
の
設
立
は
、
明
ら
か
に
諸
鉱
山
へ
の
奉
願
帳
持
鉱
夫
の
登
山
を

制
限
し
、
一
箇
所
の
連
合
交
際
所
で
の
共
同
救
済
に
よ
っ
て
各
鉱
山
の
負
担
を

軽
減
し
た
が
、
他
方
で
は
、
奉
願
帳
持
鉱
夫
が
一
つ
一
つ
山
奥
の
鉱
山
を
巡
回

す
る
労
を
省
く
と
い
う
合
理
化
を
意
味
し
た
。
し
か
し
奉
願
帳
に
対
す
る
寄
附

額
が
、
後
に
ふ
る
よ
う
に
奉
願
帳
持
鉱
夫
が
よ
り
多
く
の
鉱
山
を
巡
回
し
、
さ

ら
に
各
鉱
山
の
友
子
の
メ
ン
バ
ー
の
個
々
の
寄
附
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
の

で
、
連
合
交
際
所
に
よ
る
定
額
の
寄
附
で
は
、
全
体
と
し
て
奉
願
帳
の
救
済
力
、

集
金
機
能
は
縮
小
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
大
正
初
年
代
後
半
か
ら
奉
願
帳
制
度
は
、
大
き
く
衰
退
し
は
じ
め

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
後
に
幾
分
と
も
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
『
調
査
』
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
近
時
鉱
夫
労
役
扶
助
規
則
ノ

施
行
共
済
組
合
及
鉱
業
権
者
ノ
救
済
施
設
ノ
発
達
卜
共
一
一
」
、
奉
願
帳
「
制
度
ノ

（
皿
）

必
要
ノ
度
モ
又
減
セ
ラ
レ
」
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

因
に
明
治
三
八
年
に
公
布
さ
れ
た
『
鉱
業
法
』
を
も
と
に
よ
う
や
く
大
正
五



（、） 581 
年
に
制
定
さ
れ
た
『
鉱
夫
労
役
規
則
』
は
、
そ
れ
ま
で
無
過
失
の
労
働
災
害
だ
け
救
済
し
て
き
た
の
を
、
は
じ
め
て
重
過
失
以
外
の
過

（
理
）

失
を
も
無
過
失
と
同
様
に
救
済
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
労
災
保
障
の
枠
を
大
幅
に
広
げ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
企
業
主
導
の
共
済
組
合

も
第
１
表
に
示
し
た
よ
う
に
急
速
に
増
加
し
、
労
災
の
救
済
体
制
が
強
化
さ
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
大
正
初
年
ま
で
普
及
し
て
い
た
奉
願
帳
制
度
は
、
そ
の
後
主
体
的
に
は
友
子
の
負
担
過
重
に
よ
っ
て
、
客
観
的
に

は
他
の
救
済
制
度
の
普
及
に
よ
っ
て
縮
小
し
、
衰
退
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
奉
願
帳
の
発
行
は
時
々
昭
和
一
○
年
代
初
め
頃
ま
で
行

な
わ
れ
て
い
た
が
、
制
度
と
し
て
は
著
し
く
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。

（
６
）
同
上
、
三
六
七
頁
。

（
７
）
こ
の
奉
願
帳
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
松
島
静
雄
氏
が
『
友
子
の
社
会
学
的
考
察
』
に
お
い
て
、
か
な
り
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
そ
の
分
析
は
、
ま
た
い
く
つ
か
の
点
で
不
十
分
で
あ
り
、
小
論
は
、
そ
れ
を
補
う
も
の
で
あ
る
。

（
８
）
こ
の
点
は
、
松
島
氏
の
場
合
も
全
く
同
じ
で
あ
る
。

（
９
）
拙
著
『
日
本
の
伝
統
的
労
資
関
係
』
（
世
界
書
院
）
、
六
九
頁
。

（
、
）
泉
昌
彦
『
信
玄
の
黄
金
遺
跡
と
埋
蔵
金
』
（
ポ
ナ
ン
ザ
）
、
一
一
一
一
三
’
六
頁
。

（
ｕ
）
同
上
、
一
一
一
○
七
’
’
一
一
三
○
頁
。

（
皿
）
同
上
、
一
一
一
四
九
’
三
五
二
頁
。

（
Ⅲ
）
拙
著
『
日
本
の
伝
統
的
労
資
関
係
』
、
七
三
頁
。

７ＦｇｗＺＷｗＺｗＴ注
、‐ノ、､ノ、‐ノ、=ノ、_ノ、.ノ、_ノ

同
上
、
三
六
七
頁
。

同
上
、
三
六
七
頁
。

同
上
、
三
六
七
頁
。

同
上
、
三
六
七
頁
。

上
野
英
信
編
『
近
代
民
衆
の
記
録
』
２
鉱
夫
、
こ
の
調
査
報
告
は
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
上
、
一
一
一
六
六
頁
。
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福
岡
県
飯
塚
市
伊
岐
須
の
西
樂
寺
に
一
つ
の
『
奉
願
帳
』
が
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
奉
願
帳
に
は
、
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
る
に
至
っ

た
事
情
、
そ
し
て
奉
願
帳
に
寄
せ
ら
れ
た
寄
附
額
、
こ
の
奉
願
帳
を
も
っ
て
巡
回
し
た
鉱
山
名
や
地
名
が
日
付
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
奉
願
帳
を
注
意
深
く
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奉
願
帳
制
度
の
実
態
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
｜
つ
の

奉
願
帳
に
よ
っ
て
、
奉
願
帳
制
度
の
全
体
像
を
描
く
つ
も
り
は
な
い
が
、
す
で
に
分
析
し
た
奉
願
帳
制
度
に
つ
い
て
の
一
般
的
特
徴
を

前
提
に
し
つ
つ
、
こ
の
奉
願
帳
を
分
析
し
て
、
よ
り
具
体
的
な
奉
願
帳
に
つ
い
て
の
認
識
を
得
た
い
と
思
う
。
し
か
も
そ
の
際
、
松
島

（
略
）
前
掲
『
民
衆
の
記
璽

（
Ⅳ
）
同
上
、
三
六
七
頁
。

（
岨
）
同
上
、
三
六
一
頁
。

（
、
）
拙
著
『
日
本
の
伝
』

（
卯
）
前
掲
『
民
衆
の
記
垣

（
Ⅲ
）
同
上
、
三
五
八
頁
。

（
犯
）
懇
話
会
編
『
日
本
鯰

（
ｕ
）
同
上
、
一
三
五
頁
。

（
巧
）
明
治
三
○
年
代
の
他
の
鉱
山
の
友
子
規
約
に
お
け
る
奉
願
帳
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
同
上
書
、
一
一
一
一
一
一
一
一
’
四
頁
、
二
四
一
一
’
一
一
一
頁
を
参
照
さ

(1) れ
た
い
。

懇
話
会
編
『
日
本
鉱
業
発
達
史
』
下
、
七
一
四
’
五
頁
。

拙
著
『
日
本
の
伝
統
的
労
資
関
係
』
、
二
一
五
頁
参
照
。

前
掲
『
民
衆
の
記
録
』
、
三
六
一
頁
。

前
掲
『
民
衆
の
記
録
』
２
鉱
夫
、
三
五
八
頁
。

和
田
「
奉
願
帳
」
の
主
な
内
容

一
一
和
田
梅
吉
『
奉
願
帳
』
（
明
治
三
八
年
一
ｏ
月
一
一
三
日
’
四
一
年
一
一
月
一
九
日
）
の
分
析
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（
１
）
 

静
雄
氏
が
紹
介
し
た
明
治
四
五
年
七
月
一
一
四
日
か
ら
大
正
二
年
五
月
一
一
一
日
ま
で
の
日
付
の
あ
る
奉
願
帳
と
比
較
し
な
が
ら
、
松
島
氏

の
奉
願
帳
分
析
の
あ
い
ま
い
さ
や
不
十
分
を
補
い
つ
つ
、
ま
た
そ
こ
で
の
分
析
と
の
共
通
性
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

③
和
田
「
奉
願
帳
」
の
形
式

和
田
梅
吉
が
持
っ
て
い
た
『
奉
願
帳
』
は
、
Ｂ
４
大
の
縦
書
の
帳
面
で
、
全
一
一
六
一
一
丁
（
五
一
一
四
頁
）
に
わ
た
る
分
厚
い
も
の
で
あ

る
。
最
初
に
発
行
さ
れ
た
時
の
奉
願
帳
の
枚
数
は
五
六
丁
（
二
一
一
頁
）
で
あ
っ
た
が
、
紙
数
が
尽
き
た
と
こ
ろ
で
、
慣
行
に
従
っ
て

「
綴
添
」
つ
ま
り
増
頁
さ
れ
る
。
「
綴
添
」
は
三
○
丁
、
一
一
一
○
丁
、
九
六
丁
、
四
八
丁
（
そ
れ
ぞ
れ
一
一
倍
す
れ
ば
頁
数
）
と
四
回
行
な

奉
願
帳
へ
の
書
き
込
糸
は
、
明
治
三
八
年
一
○
月
一
一
一
一
一
日
か
ら
始
ま
り
、
明
治
四
一
年
一
一
月
一
九
日
ま
で
、
八
五
○
日
間
、
約
一
一
八

（
２
）
 

力
月
、
二
年
四
カ
月
に
及
ん
で
い
る
。
松
島
氏
の
紹
介
し
た
奉
願
帳
が
、
「
綴
添
」
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

（
３
）
 

和
田
『
奉
願
帳
』
は
発
行
か
ら
本
人
の
死
亡
時
ま
で
及
ん
で
い
る
完
全
な
も
の
で
あ
る
。

和
田
梅
吉
『
奉
願
帳
』
は
、
福
岡
県
嘉
穂
郡
一
一
瀬
村
製
鉄
所
一
一
瀬
炭
砿
の
伊
岐
須
高
雄
第
二
坑
の
友
子
組
織
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
。

和
田
『
奉
願
帳
』
の
表
紙
を
開
け
る
と
、
一
一
つ
の
診
断
書
が
添
附
さ
れ
て
い
る
。
｜
つ
は
明
治
三
六
年
一
月
一
一
○
日
付
の
も
の
で
、

和
田
梅
吉
（
当
時
一
一
八
歳
）
が
、
田
川
郡
の
大
任
炭
坑
に
お
い
て
明
治
三
五
年
一
○
月
一
一
日
に
「
採
炭
中
炭
塊
墜
落
シ
脊
柱
ノ
脱
臼

及
左
腿
骨
ノ
下
端
ノ
下
折
り
来
シ
真
一
一
治
療
セ
シ
モ
未
ダ
完
全
ノ
治
癒
一
一
至
ラ
ズ
」
と
の
大
任
炭
坑
医
士
の
診
断
書
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
も
の
は
、
三
頁
に
わ
た
る
長
文
の
も
の
で
、
和
田
が
明
治
一
一
一
五
年
一
○
月
に
大
任
炭
坑
で
脊
柱
を
脱
臼
し
小
腿
骨
の
骨

析
を
し
て
治
癒
し
た
が
な
お
「
尿
痢
困
難
下
腿
ノ
麻
痒
等
ヲ
症
と
、
労
働
に
際
し
て
「
膀
胱
」
に
多
少
の
異
常
が
承
ら
れ
て
い
た
旨

を
記
し
、
「
明
治
三
十
八
年
七
月
五
日
尿
痢
困
難
ヲ
以
テ
診
断
ヲ
乞
う
」
に
至
り
、
「
本
患
者
〈
脊
椎
ノ
脱
臼
ニ
ョ
リ
膀
胱
麻
痒
ヲ
来
セ

シ
モ
ノ
ニ
シ
テ
労
働
ニ
ョ
リ
必
然
膀
胱
加
田
留
ヲ
継
発
ス
ル
傾
向
ヲ
有
ス
ル
ヲ
以
テ
、
勿
論
終
生
労
働
者
へ
即
チ
身
体
的
職
業
一
一
従
事

「
綴
添
」

わ
れ
た
。
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シ
難
キ
モ
ノ
ニ
属
シ
且
シ
本
患
者
ノ
疾
病
〈
将
来
治
癒
ノ
見
込
ナ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
記
さ
れ
、
明
治
一
一
一
八
年
一
○
月
二
一
日
、
「
製
鉄

所
二
瀬
出
張
所
嘱
託
医
調
道
太
郎
」
の
署
名
捺
印
が
あ
る
。
こ
の
診
断
書
は
、
和
田
梅
吉
が
落
炭
を
受
け
て
労
働
能
力
を
損
な
わ

れ
た
こ
と
を
証
明
し
て
お
り
、
奉
願
帳
の
発
行
が
、
友
子
の
規
約
通
り
の
手
順
を
ふ
ん
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
「
救
助
趣
意
」
が
四
頁
ほ
ど
の
小
文
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
趣
意
書
に
よ
れ
ば
、
和
田
梅
吉
「
当
三
拾
歳
」
は
、
「
奈

良
県
吉
野
郡
下
市
村
百
拾
一
一
番
地
」
の
出
身
で
、
「
明
治
二
拾
六
年
一
一
月
一
日
島
根
県
鹿
足
郡
篠
谷
村
ア
セ
リ
鉱
山
二
於
テ
同
盟
鉱
夫

一
一
昇
進
致
シ
自
来
諸
国
」
云
戈
と
あ
り
、
彼
が
島
根
県
の
金
属
鉱
山
で
友
子
に
加
入
し
た
こ
と
を
示
し
、
更
に
診
断
書
に
示
さ
れ
た
病

状
を
記
し
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
本
人
ノ
愁
復
ス
ル
事
豈
同
盟
者
ノ
傍
観
視
ス
ル
ヲ
忍
ビ
ズ
不
肖
ナ
ル
吾
々
效
二
発
起
シ
不
幸
ナ
ル
和
田
梅
吉
ノ
終
身
ノ
活
計
一
一

一
助
タ
ラ
ソ
事
ヲ
希
望
シ
…
…
炭
坑
壱
統
ノ
協
議
ノ
上
隣
山
ノ
立
会
ヲ
受
ヶ
奉
願
帳
ヲ
恵
鉱
山
登
山
致
候
共
多
少
二
係
ラ
ズ
應
分
ノ

御
救
助
ア
リ
シ
事
伏
シ
テ
奉
願
候
也
明
治
舟
八
年
十
月
一
一
拾
一
一
一
日
」
。

そ
し
て
以
下
の
如
く
立
会
人
の
氏
名
を
連
記
し
て
い
る
。

「
忠
隈
炭
坑
立
会
人

石
見
国

伊
ョ
国

長
門

潤
野
炭
坑
立
会
人

岩
見
国
住
人

出
雲
国
住
人

長
谷
好
吉
⑳

中
尾
伊
太
郎
⑳

金
子
義
輔
⑳

伊
藤
森
蔵
⑳

藤
原
国
太
郎
⑳
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伊
予
国
住
人
柳
川
利
顯
⑳

豊
前
国
住
人
藤
江
寅
吉
⑩

福
岡
県
嘉
穂
郡
二
瀬
村
字
伊
岐
須
高
雄
第
二
坑
交
際
坑
夫
飯
場
壱
統
」

以
上
の
資
料
で
明
ら
か
な
こ
と
は
、
和
田
梅
吉
へ
の
奉
願
帳
の
発
行
は
、
前
節
で
糸
た
よ
う
な
友
子
規
約
に
則
っ
て
厳
し
い
手
続
き

に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
筑
豊
の
炭
坑
に
は
、
友
子
組
織
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
奉
願
帳
を
発
行
し
う
る
よ
う
な
友
子
組
織
が
、
し
か
も
伊
岐
須
炭
坑
に
だ
け
で
な
く
、
忠
隈
炭
坑
と
潤

（
４
）
 

野
炭
坑
に
厳
然
と
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
一
示
し
て
い
る
。

世
話
人

当
飯
場
立
会
人

備
前
国
住
人

長
門
国
住
人

安
芸
国
住
人

播
麿
国
住
人

岩
見
国
住
人

伊
豫
国
住
人

美
作
国
住
人

岩
見
国
住
人
田
中
藤
太
郎
⑳

西
崎
近
蔵
⑳

白
木
国
之
助
⑳

富
吉
政
太
郎
⑳

藤
原
弥
吉
⑮

中
島
鶴
太
郎
⑳

鴻
上
金
太
郎
⑳

岸
田
久
雄
⑳
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⑥
寄
附
の
形
態
と
内
訳

次
に
奉
願
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
寄
附
に
つ
い
て
ゑ
て
承
よ
う
。
ま
ず
寄
附
の
形
態
に
つ
い
て
承
る
と
、
寄
附
に
は
、
大
別
し
て
二

つ
の
型
が
あ
り
、
一
つ
は
、
奉
願
帳
の
発
行
時
の
も
の
、
更
に
再
発
行
と
も
い
う
べ
き
「
綴
添
」
の
際
の
も
の
と
、
二
つ
目
は
、
奉
願

帳
持
鉱
夫
が
常
時
鉱
山
を
巡
回
し
て
そ
の
際
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
二
つ
の
型
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
形
態
が
あ
り
、
奉
願

帳
持
鉱
夫
が
鉱
山
に
登
山
し
た
際
、
そ
こ
の
友
子
が
「
友
子
壱
統
」
、
「
飯
場
鉱
夫
一
同
」
、
「
鉱
夫
一
同
」
と
か
の
署
名
に
よ
っ
て
組
織

と
し
て
与
え
る
寄
附
と
そ
の
鉱
山
の
鉱
夫
が
個
人
的
に
与
え
る
寄
附
と
が
あ
る
。

寄
附
の
仕
方
は
、
｜
般
的
に
ゑ
る
と
、
一
番
多
い
の
が
組
織
と
し
て
の
寄
附
に
、
個
人
の
寄
附
が
追
加
さ
れ
る
型
で
、
組
織
だ
け
の

寄
附
と
個
人
だ
け
の
寄
附
と
い
う
型
も
少
な
い
な
が
ら
存
在
す
る
。

（
５
）
 

更
に
寄
附
の
仕
方
は
、
友
子
の
組
織
の
あ
り
方
に
依
存
し
て
い
る
。
友
子
の
組
織
が
一
鉱
山
を
統
合
し
て
い
る
場
合
は
、
一
鉱
山
の

友
子
単
位
で
寄
附
が
行
な
わ
れ
る
が
、
友
子
組
織
が
、
一
鉱
山
で
分
立
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
分
立
し
た
単
位
で
寄
附
が
な
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
吉
岡
鉱
山
の
よ
う
に
、
友
子
は
、
数
カ
所
の
地
域
に
分
散
し
て
お
り
、
ま
た
別
子
銅
山
の
場
合
は
、
飯
場
ご
と

に
友
子
組
織
が
分
散
し
て
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
ご
と
に
寄
附
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
足
尾
銅
山
の
場
合
は
、
本
山
、
賢
子
橋
、
通

洞
坑
の
三
坑
の
友
子
が
、
箱
元
単
位
で
寄
附
を
行
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
小
滝
坑
で
は
各
飯
場
ご
と
に
行
な
っ
て
い
る
。

以
上
友
子
の
寄
附
の
仕
方
は
、
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
友
子
の
組
織
事
情
に
よ
っ
て
種
念
の
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い

次
に
寄
附
の
額
に
つ
い
て
承
る
と
、
和
田
梅
吉
『
奉
願
帳
』
に
記
載
さ
れ
て
い
た
寄
附
総
額
は
、
二
七
一
一
円
一
七
銭
で
あ
る
。
こ
れ

（
６
）
 

は
、
八
五
○
日
間
に
集
め
ら
れ
た
金
額
で
、
一
日
平
均
三
一
銭
九
厘
四
毛
で
あ
る
。
こ
の
金
額
が
ど
れ
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
る
か
、
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
分
析
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
明
治
三
八
年
頃
の
鉱
夫
の
一
日
の
賃
金
が
採
鉱
夫
五
一
一
一
銭
、
選
鉱

る
と
い
え
る
。
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第２表和田『奉願帳」の寄附の内訳

奉願帳発行時の寄附 68円80銭 25.3(％） 100.0(％） １ 

①組織的寄附 ３６円00銭

|灘卿j霞
②個人的寄附（10人） ３２円80銭

内訳|帥円;:鬘註署:Ｉ篝

52.3 

47.3 

２巡回中の寄附 203円37銭 100.0 

駁if

〃回

錫
圃
樹
圃
撹
観
釘
掴

０
０
０
０
０
７
６
１
７
 

１
８
５
８
 
３
３
０
１
 

Ｈ
円
円
円
円
円
円

ｕ
５
 

７
 
０
８
１
７
 

３
７
６
２
 

川
棚
螂
附
蠅
肺
棚

色
に
７

０
０
 

夫
（
男
）
二
九
銭
、
採
炭
夫
六
七
銭
、

女
性
後
山
（
運
搬
夫
）
四
九
銭
で
あ

る
こ
と
を
示
し
、
寄
附
額
が
き
わ
め

て
高
額
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
と
い

（
７
）
 

う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め

る
。さ
て
寄
附
総
額
の
内
訳
を
み
る
と
、

第
２
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
第
一
に
、

奉
願
帳
発
行
時
に
、
一
度
に
六
八
円

八
○
銭
も
の
多
額
の
寄
附
が
な
さ
れ
、

い
わ
ば
退
職
金
の
よ
う
な
印
象
を
与

え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
全
体
の
二
五
。

三
％
に
も
達
し
て
い
る
。
更
に
そ
の

細
か
な
内
訳
を
ふ
る
と
、
奉
願
帳
発

行
に
際
し
て
各
炭
坑
の
友
子
組
織
か

ら
寄
附
さ
れ
た
額
は
三
六
円
で
あ
り
、

伊
岐
須
炭
坑
「
飯
場
壱
統
」
名
に
よ

り
一
五
円
、
隣
山
の
忠
隈
炭
坑
と
潤
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附
と
な
っ
て
い
る
。

一
回
目
の
「
綴
迄

。
右
者
へ

次
に
和
田
梅
吉
が
各
鉱
山
を
巡
回
し
て
得
た
寄
附
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
最
初
の
奉
願
帳
が
尽
き
て
「
綴
添
」
（
増
紙
）
さ
れ
る

場
合
の
寄
附
で
は
、
四
回
「
綴
添
」
さ
れ
た
う
ち
、
｜
回
目
は
、
五
円
八
○
銭
、
一
一
回
目
は
五
○
銭
、
三
回
目
は
七
円
八
○
銭
、
四
回

目
は
ゼ
ロ
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
と
し
て
は
、
一
四
円
一
○
銭
、
全
寄
附
の
五
・
二
％
で
あ
り
、
発
行
時
の
寄
附
に
準
じ
て
多
額
の
寄

い
て
集
り
、

場
合
、
三
（

目
さ
れ
る
。

野
炭
坑
の
各
「
飯
場
壱
統
」
名
で
五
円
と
四
円
、
「
当
飯
場
立
会
人
」
七
名
連
記
で
五
円
、
「
世
話
人
」
一
一
名
連
記
で
三
円
、
そ
れ
に
忠

隈
、
潤
野
両
炭
坑
の
三
人
の
「
立
会
人
」
名
で
各
一
一
円
で
あ
る
。
伊
岐
須
炭
坑
の
個
人
に
よ
る
寄
附
は
一
一
三
円
八
○
銭
で
、
一
一
一
○
円
が

一
人
、
四
○
銭
が
五
人
、
二
○
銭
が
四
人
で
あ
る
。
伊
岐
須
炭
坑
の
友
子
か
ら
は
組
織
と
個
人
で
五
五
円
八
○
銭
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
奉
願
帳
の
発
行
に
際
し
て
は
、
発
行
す
る
友
子
組
織
、
そ
れ
に
隣
山
の
友
子
が
、
そ
れ
ぞ
れ
友
子
の
ル
ー
ル
に
基
づ

い
て
集
り
、
多
額
の
寄
附
を
し
、
加
え
て
発
行
し
た
友
子
組
織
内
の
個
人
が
寄
附
を
す
る
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
和
田
『
奉
願
帳
』
の

（
８
）
 

場
合
、
三
○
円
も
の
大
金
を
一
個
人
と
し
て
寄
附
し
て
お
り
、
後
に
も
ふ
る
よ
う
に
中
に
は
救
済
意
識
の
高
い
鉱
夫
が
い
た
こ
と
が
注

一
回
目
の
「
綴
添
」
は
、
別
子
銅
山
で
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
折
の
記
述
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
｜
右
者
今
般
奉
願
帳
持
和
田
梅
吉
ナ
ル
モ
ノ
本
帳
紙
数
欠
乏
二
付
綴
添
ヱ
之
儀
願
出
候
二
付
当
飯
場
一
同
協
議
之
上
紙
数
三

拾
枚
綴
添
ヱ
候
間
何
国
諸
鉱
山
へ
罷
出
候
節
〈
御
記
帳
ア
ラ
ン
事
奉
願
候
也

愛
媛
県
宇
摩
郡
別
子
鉱
山
新
壱
号
飯
場
⑳

明
治
三
十
九
年
五
月
六
日

帝
国
諸
鉱
山
同
盟
御
中
」

更
に
こ
の
「
綴
添
」
さ
れ
た
紙
に
は
、
「
別
子
鉱
山
新
壱
号
飯
場
之
印
」
と
い
う
角
印
が
一
枚
一
枚
捺
印
さ
れ
、
奉
願
帳
が
偽
造
で
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次
に
和
田
梅
吉
が
各
地
の
鉱
山
を
巡
回
し
て
集
め
た
寄
附
を
ゑ
て
承
る
と
、
一
一
○
一
一
一
円
三
七
銭
で
あ
り
、
全
寄
附
額
の
七
四
・
一
一
一
％

と
な
り
「
綴
添
」
時
の
寄
附
を
除
け
ば
、
一
八
九
円
二
七
銭
と
な
り
、
全
寄
附
額
の
六
九
・
五
％
に
達
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
綴
添
」

時
の
寄
附
も
合
せ
て
分
析
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

和
田
梅
吉
が
集
め
た
一
一
○
一
一
一
円
一
一
一
七
銭
は
、
八
五
一
一
日
間
、
約
二
八
カ
月
か
け
て
、
一
一
七
七
鉱
山
（
八
箇
所
の
工
事
場
を
含
む
）
、

一
一
一
五
一
一
一
飯
場
を
巡
っ
て
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
カ
月
平
均
七
円
一
一
六
銭
、
一
鉱
山
平
均
七
三
銭
、
一
飯
場
平
均
五
七

銭
、
一
日
平
均
一
一
三
・
九
銭
集
め
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
奉
願
帳
の
大
き
な
集
金
力
を
示
し
て
い
る
。

（
９
）
 

き
な
い
よ
う
な
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
当
然
こ
の
形
式
は
発
行
時
の
Ｊ
ｂ
の
に
Ｊ
も
ふ
ら
れ
る
。
別
子
銅
山
の
友
子
は
、
各
飯
場
ご
と
に
組

織
さ
れ
て
お
り
、
単
位
は
小
さ
い
の
で
あ
る
が
、
寄
附
は
、
「
壱
号
飯
場
一
同
」
と
し
て
六
○
銭
が
な
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
個
人
一
七

人
に
よ
り
、
三
○
’
四
○
銭
ず
つ
合
計
五
円
一
一
○
銭
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
一
回
目
の
「
綴
添
」
は
、
明
治
三
九
年
八
月
一
一
四
日
、
福
井
県
の
面
谷
鉱
山
で
、
一
一
一
○
枚
ほ
ど
な
さ
れ
た
が
、
寄
附
は
、
「
坑
夫
壱

統
」
名
で
五
○
銭
に
と
ど
ま
り
、
奉
願
帳
へ
の
関
心
の
低
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
一
一
一
回
目
は
、
明
治
三
九
年
一
○
月
に
山
梨
県
南
都
留
郡

田
之
倉
水
力
電
気
の
第
五
燧
道
工
事
の
「
竹
下
飯
場
」
で
、
九
六
枚
ほ
ど
「
綴
添
」
さ
れ
た
。
こ
の
時
は
、
「
竹
下
飯
場
一
同
」
名
に

よ
り
一
五
銭
が
寄
附
さ
れ
た
ほ
か
、
一
二
人
の
個
人
が
七
円
八
○
銭
を
寄
附
し
、
合
計
七
円
九
五
銭
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
個
人
寄
附

の
内
訳
は
、
飯
場
頭
と
思
わ
れ
る
「
竹
下
仲
吉
」
四
円
、
そ
の
他
一
円
一
人
で
一
般
に
二
○
’
四
○
銭
で
あ
っ
た
。

四
回
目
は
、
明
治
四
一
年
一
月
一
二
日
に
筑
豊
の
古
河
炭
砿
で
四
八
枚
が
「
綴
添
」
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
は
、
寄
附
は
ゼ
ロ
で
あ
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
同
年
一
月
五
日
に
、
こ
の
古
河
炭
砿
で
は
、
「
坑
夫
一
同
」
名
で
二
○
銭
、
個
人
一
六
名
に
よ
り
三
円
八
○
銭
が

す
で
に
寄
附
さ
れ
て
い
た
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
綴
添
」
に
際
し
て
は
、
通
常
よ
り
多
目
の
寄
附
が
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
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こ
の
よ
う
な
寄
附
を
組
織
と
個
人
に
よ
る
寄
附
の
形
態
の
面
か
ら
ふ
る
と
、
大
変
興
味
深
い
結
果
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
一
○
三

円
一
一
一
七
銭
の
寄
附
の
う
ち
「
飯
場
一
同
」
名
に
よ
る
一
一
一
五
一
一
一
飯
場
の
友
子
組
織
に
よ
る
寄
附
は
八
七
円
一
一
一
六
銭
全
体
の
四
一
一
一
％
で
、
三

五
三
飯
場
の
、
一
一
一
一
九
人
の
個
人
に
よ
る
寄
附
は
一
一
六
円
一
○
銭
、
全
体
の
五
七
％
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
飯
場
の
組
織
的
寄
附
の

平
均
が
一
一
四
・
七
銭
で
あ
る
の
に
対
し
、
個
人
一
人
当
り
平
均
寄
附
は
三
一
一
一
・
五
銭
で
あ
っ
た
。

こ
の
傾
向
は
、
奉
願
帳
発
行
時
の
寄
附
を
含
む
全
体
の
寄
附
額
に
つ
い
て
も
ふ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
総
寄
附
額
二
七
二
円
一
七
銭
の

う
ち
組
織
的
な
し
の
は
、
一
一
一
一
一
一
円
三
六
銭
で
、
四
五
・
一
一
一
％
、
個
人
的
な
も
の
は
一
四
八
円
八
一
銭
で
、
五
四
・
七
％
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
奉
願
帳
へ
の
寄
附
は
、
全
体
と
し
て
個
人
に
よ
る
も
の
が
過
半
を
占
め
、
と
く
に
巡
回
時
の
際
の
寄
附
は
個
人
に

よ
る
も
の
が
著
し
く
多
い
こ
と
が
わ
る
。
こ
れ
は
、
奉
願
帳
制
度
が
、
友
子
の
組
織
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
友
子

メ
ン
バ
ー
の
個
之
人
の
労
働
能
力
喪
失
者
へ
の
救
済
意
識
、
救
済
倫
理
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ま

た
組
織
に
よ
る
強
制
的
な
寄
附
で
は
な
く
て
、
自
発
的
な
寄
附
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
当
時
の
友
子
の
個
戈
の

メ
ン
バ
ー
の
組
合
意
識
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

⑥
和
田
梅
吉
の
巡
回
足
跡

（
、
）

次
に
和
田
梅
吉
が
、
奉
願
帳
を
も
っ
て
ど
の
よ
う
に
各
地
の
鉱
山
を
巡
回
し
た
か
を
ふ
て
承
よ
う
。

和
田
梅
吉
は
、
第
３
表
に
示
し
た
よ
う
に
明
治
一
一
一
八
年
一
○
月
一
一
三
日
に
福
岡
県
嘉
穂
郡
の
伊
岐
須
炭
坑
で
奉
願
帳
の
発
行
を
受
け
、

（
ｕ
）
 

大
枚
六
八
円
八
○
銭
を
手
に
し
一
一
一
日
間
の
空
白
の
後
、
隣
山
の
忠
隈
炭
坑
、
潤
野
炭
坑
を
皮
切
り
に
筑
豊
の
一
一
二
の
諸
炭
坑
（
と
一

金
属
鉱
山
）
、
一
一
五
の
飯
場
を
九
二
日
か
け
て
巡
り
一
一
一
七
円
一
一
一
五
銭
を
集
め
た
。

和
田
は
、
筑
豊
を
出
て
三
池
炭
坑
に
行
き
、
更
に
熊
本
県
と
宮
崎
県
の
五
金
属
鉱
山
を
五
日
間
で
廻
り
、
四
円
一
一
○
銭
を
得
て
、
宮

崎
県
東
臼
杵
郡
の
猿
渡
鉱
山
を
最
後
に
四
国
へ
渡
っ
た
。
四
国
で
は
七
六
日
間
を
か
け
て
別
子
銅
山
を
含
め
四
二
鉱
山
、
五
○
飯
場
に
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第３表和田梅吉の巡回旅程

ロ。；
ワ

Ｚ 

甥
ｎ
Ｊ
貝
』
バ
リ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
貝
Ｊ
ｎ
Ｕ
Ｒ
Ｕ
ｎ
Ｕ

「
１
－
，
Ｉ
一

発
炭奉願賑

筑豊県

九州の鉱

四国

近畿２県

北陸３県

甲信２県

関東２県

東海３県

兵庫県

岡

広

島・

山

福岡

ナ
リ
０
７
６
４
９
０
７
旧
死

調

患

ｊ
６
 

畠
Ｉ
占
示
石
匡
正
鱸
畝
咽

０
３
０
７
囮

３
９
６
 

臣
斗
戊
劇

F1 

L｣ 

３
９
０
 

０
４
８
 

『
』

ヨ
下
曰
［
Ｔ
胃
曰
Ｔ
Ｅ

０
６
４
０
 

】
遍
照
い
■

ｊ
７
尼

８
３
Ｒ
 

１
〔
０
戸
句

「１

Ｌ」

駆
炭

rl 

L」

登
山
し
、
一
二
円
一
○
銭
を
集
め
た
。

和
田
は
、
四
国
か
ら
和
歌
山
、
奈
良
の
両
県
を
一
一
一
六

日
か
け
て
一
一
一
一
一
鉱
山
、
一
一
一
一
一
飯
場
を
廻
り
、
四
円
二
○

銭
を
得
た
。
そ
し
て
和
田
は
、
北
陸
の
福
井
、
石
川
、

岐
阜
、
長
野
の
諸
県
の
一
一
一
七
鉱
山
、
一
一
一
七
飯
場
を
五
六

日
間
を
か
け
て
廻
り
、
二
一
円
七
五
銭
を
集
め
た
。

和
田
は
、
長
野
か
ら
群
馬
県
、
足
尾
銅
山
の
あ
る
栃

木
県
へ
行
っ
て
、
一
一
一
一
一
日
間
で
五
鉱
山
、
一
一
一
○
飯
場
に

登
山
し
て
一
一
九
円
六
八
銭
集
め
た
。

和
田
は
、
奈
良
県
出
身
の
鉱
夫
の
た
め
か
、
東
北
に

向
か
わ
ず
に
、
今
度
は
、
山
梨
、
静
岡
、
愛
知
の
各
県

に
移
り
、
一
一
一
一
一
日
で
六
鉱
山
、
一
一
一
飯
場
を
め
ぐ
っ
て

一
一
一
円
一
○
銭
を
得
た
。
そ
の
後
一
一
二
日
の
空
白
期

間
の
後
、
兵
庫
、
京
都
の
一
一
一
一
一
一
鉱
山
、
四
六
飯
場
を
六

六
日
間
か
け
て
巡
り
、
一
七
円
七
五
銭
を
得
た
。

そ
の
後
、
岡
山
、
広
島
、
そ
し
て
島
根
の
各
県
の
五

八
鉱
山
、
七
一
一
飯
場
を
一
一
一
一
日
間
か
け
て
廻
り
、
一

七
円
七
八
銭
を
得
た
。
更
に
山
口
県
で
は
、
五
○
日
か



鉱夫の自主的労災救済制度の一考察 （２ｚ） 570 
け
て
一
一
五
鉱
山
、
一
一
五
飯
場
を
め
ぐ
り
、
一
九
円
六
三
銭
を
得
た
。

和
田
は
、
そ
の
後
福
岡
県
の
金
属
鉱
山
を
廻
り
、
四
一
日
間
の
空
白
の
後
再
び
筑
豊
の
諸
炭
坑
を
五
三
日
か
け
て
一
六
炭
坑
を
巡
り
、

二
五
円
二
五
銭
を
得
、
そ
し
て
潤
野
炭
坑
へ
の
登
山
を
最
後
に
奉
願
帳
は
終
り
、
和
田
は
こ
の
辺
り
で
病
死
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

今
日
の
常
識
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
能
力
を
喪
失
し
た
重
病
人
が
、
日
本
の
半
分
を
旅
し
な
が
ら
、
山
間
険
し
い
鉱
山
を
巡
り
な
が
ら

余
生
を
送
る
制
度
は
、
い
か
に
も
非
人
間
的
な
よ
う
に
映
る
が
、
社
会
保
障
制
度
が
皆
無
で
あ
っ
た
当
時
の
情
況
を
前
提
に
す
れ
ば
、

前
近
代
的
で
あ
り
、
土
着
的
な
嗅
い
が
強
い
と
は
い
え
、
非
常
に
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
感
じ
が
す
る
。
そ
し
て
、
な
に
よ
り
奉
願
帳
制
度
は
、

全
国
津
々
浦
々
の
鉱
山
の
鉱
夫
た
ち
に
よ
っ
て
、
広
く
そ
し
て
強
力
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
、
む
し
ろ
大
き
な
驚
き
を
わ
れ
わ
れ

に
与
え
な
い
で
は
い
な
い
。

第
４
表
は
、
鉱
山
別
に
ふ
た
寄
附
額
で
、
三
円
以
上
の
鉱
山
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
一
一
七
七
鉱

山
に
よ
る
総
寄
附
額
二
七
一
一
円
一
七
銭
の
う
ち
、
一
四
鉱
山
の
寄
附
が
一
八
一
円
一
一
三
銭
で
、
全
鉱
山
数
の
五
％
に
す
ぎ
な
い
主
要
一

和
田
『
奉
願
帳
』
の
内
容
を
詳
し
く
分
析
す
る
と
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
特
徴
が
折
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
友

子
組
織
の
実
態
の
断
面
を
浮
ぼ
り
に
し
て
い
る
点
で
大
変
興
味
深
い
。

ま
ず
第
一
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
特
徴
は
、
『
奉
願
帳
』
に
記
さ
れ
た
寄
附
の
う
ち
、
主
要
鉱
山
、
特
に
大
鉱
山
の
寄
附
の
占
め
る

ウ
ェ
イ
ト
が
著
し
く
高
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
奉
願
帳
制
度
が
そ
れ
ら
の
主
要
鉱
山
の
友
子
に
よ
っ
て
強
く
支
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

(2) 

和
田
『
奉
願
帳
』
の
寄
附
額
か
ら
み
た
友
子
の
鉱
山
別
諸
特
徴
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一
一
七
日
に
本
山
の
「
坑
夫
交
際
取
扱
所
」
に
登
山
し
て
、
同
上
名
義
で
一
○
円
、
続
い
て
同
日
、
賢
子
橋
の
「
坑
夫
交
際
事
務
所
」
に

（
、
）

移
っ
て
一
円
、
更
に
「
通
洞
坑
夫
箱
元
」
で
八
円
七
三
銭
を
そ
れ
ぞ
れ
組
織
か
ら
の
寄
附
と
し
て
得
て
い
る
。

九
月
一
一
八
日
か
ら
和
田
は
小
滝
坑
に
移
り
、
’
○
月
九
日
ま
で
、
’
一
一
日
間
、
小
滝
坑
の
一
一
三
飯
場
か
ら
「
飯
場
壱
同
」
名
に
よ
っ

て
七
円
四
○
銭
、
「
小
滝
銅
山
山
中
箱
元
」
名
義
で
五
○
銭
、
一
一
一
人
の
個
人
か
ら
一
一
○
銭
、
計
八
円
一
一
○
銭
を
得
た
。
小
滝
の
各
飯
場

か
ら
の
寄
附
は
、
本
山
坑
の
友
子
の
一
○
円
、
通
洞
坑
の
八
円
七
三
銭
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
｜
坑
当
り
の
額
は
、
慣
行
的
に
平
準
化

第４表高額寄附鉱山 覧

(３円以上）

鉱 名山 金 額 ％ 

伊岐須炭坑

足尾銅山

別子銅山

忠隈炭坑

大簸新坑

田ノ倉電気工事場

潤野炭坑

峯地炭坑

古河炭坑

多田鉱山

吉岡鉱山

佐波鉱山

朝倉燧道工事場

潤野炭坑（２回目）

岡田鉱山

68円80銭 25.3 

２７〃９３〃 10.3 

１４〃２０〃

２
４
２
８
９
５
５
４
３
２
２
２
１
 

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
 

５
４
４
３
２
１
１
１
１
１
１
１
１
 

１２〃１０〃

１１〃４５〃

１０〃４０〃

７〃８５〃

４〃１０〃

４〃１０〃

３〃９５〃

３〃４５〃

３〃３５〃

３〃３０〃

３〃１５〃

３〃１０〃

合 計 181〃２３〃 66.5 

総寄附額 272〃１７〃 100.0 

五
鉱
山
の
寄
附
が
全
体
の
六
六
・
五
％
を
占
め
て
い
る
。

寄
附
額
の
多
い
順
に
ふ
る
と
、
奉
願
帳
を
発
行
し
た

筑
豊
の
伊
岐
須
炭
坑
は
、
当
然
な
が
ら
六
七
円
八
○
銭
、

全
寄
附
の
一
一
五
・
三
％
で
あ
る
。
第
二
位
は
足
尾
銅
山

で
、
一
一
七
円
九
一
一
一
銭
、
全
体
の
一
○
・
三
％
で
あ
る
。

｜
鉱
山
の
寄
附
が
、
二
年
四
カ
月
で
集
め
た
総
寄
附
額

の
一
○
・
三
％
も
占
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
足
尾
銅
山

の
友
子
組
織
の
重
糸
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
奉
願

帳
へ
の
負
担
は
、
単
に
小
鉱
山
の
友
子
に
だ
け
に
及
ぶ

の
で
は
な
く
、
大
鉱
山
の
大
友
子
組
織
に
も
及
ん
で
い

っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

足
尾
銅
山
の
寄
附
の
詳
し
い
事
情
は
、
第
５
表
に
示

し
た
通
り
で
あ
る
。
和
田
梅
吉
は
、
明
治
三
九
年
九
月
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足尾銅山合計 27円93銭

明治39年９月27日 本山坑夫交際取扱所 10円00銭

賢子橋坑夫交際事務所９月27日 1円00銭

通洞坑夫箱元 ８円73銭" 

小滝第１２号飯場一同

〃１１〃

６ "〃

〃７〃

８ 〃〃

〃４〃

〃１５〃

〃２３〃

〃２４〃

３ 〃〃

〃１０〃

９ 〃〃

５ 〃〃

〃１４〃

〃２２〃

〃２〃

〃２１〃

〃１９〃

〃１８〃

〃１６〃

〃２０〃

〃１７〃

〃１３〃

小滝銅山山中箱元

９月28日

９月29日

９月30日

10月１日

〃

〃

10月２日

〃

〃

〃

〃

10月３日

〃

〃

〃

〃

10月４日

10月５日

〃

10月６日

〃

10月７日

10月８日

10月９日

50 

30 

30 

30 

30 

40 

30 

30 

30 

30 

30(内厚犬,｡銭）
50 

30 

30 

50 

50 

20 

25 

25 

25 

30(客攪全,0銭）
2５ 

５０ 

５０ 

小滝坑夫箱元計 8円20銭
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第８表別子銅山における寄附

14円20銭子銅山合計５ 

宇摩郡別子銅山旭盛飯場壱統

同個人１人

〃 第３号飯場一同

〃 河野飯場一同

同個人３人

〃 第２号飯場一同

同個人１人

〃 第４号飯場一同

同個人６人

新居郡東延旧壱号飯場一同

〃 新壱号飯場（綴添）

同個人１７人

〃第三柳谷壱号飯場坑夫壱統

同個人１人

明治39年４月25日

｛認
５０ 

｛：Ｉ 

｛ｆＩ 

{5円:8銭

４月26日

４月27日

４月２８日

４月29日

５月６日

５月７日

４０ 

０ 

５円20銭

５月９日 2０ 

２０ ｛ 
※組織による､の２円60銭（18.3％）

個人によるあの11円60銭（81.7％）

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
足
尾
銅
山
の
寄
附
は
、
個
人
に
よ
る
も
の
が

三
人
で
一
一
○
銭
に
す
ぎ
ず
、
足
尾
銅
山
の
友
子
は
、
箱
元
単
位

に
し
る
飯
場
単
位
に
し
る
組
織
的
に
寄
附
が
行
な
わ
れ
て
い
た

（
週
）

こ
と
を
一
示
し
、
足
尾
銅
山
の
友
子
の
組
織
性
が
読
永
と
れ
る
。

第
三
位
は
別
子
銅
山
で
あ
る
。
和
田
梅
吉
は
、
明
治
三
九
年

四
月
二
五
日
宇
摩
郡
側
の
別
子
銅
山
に
登
山
し
、
第
６
表
に
示

し
た
よ
う
に
五
日
間
で
五
飯
場
を
廻
り
、
五
月
に
入
っ
て
新
居

郡
側
の
三
つ
の
飯
場
を
廻
っ
て
、
一
四
円
一
一
○
銭
の
寄
附
を
得

た
。
そ
れ
は
総
寄
附
額
の
五
・
二
％
で
あ
る
。
寄
附
の
内
訳
は
、

「
飯
場
壱
統
」
な
ど
の
名
義
に
よ
る
組
織
的
な
寄
附
は
、
二
円

六
○
銭
で
全
体
の
一
八
・
三
％
、
一
一
九
人
の
個
人
に
よ
る
寄
附

は
一
一
円
六
○
銭
で
全
体
の
八
一
・
七
％
で
あ
る
。
一
人
平
均

四
○
銭
で
あ
る
。

別
子
銅
山
に
お
け
る
寄
附
は
、
足
尾
銅
山
の
場
合
と
違
っ
て

組
織
と
し
て
の
支
払
い
で
は
な
く
、
主
に
個
人
に
よ
る
寄
附
が

中
心
を
占
め
て
お
り
、
救
済
が
友
子
メ
ン
バ
ー
の
個
々
人
の
救

済
意
識
、
奉
願
帳
へ
の
理
解
度
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
の
が
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特
徴
的
で
あ
る
。
和
田
『
奉
願
帳
』
に
ふ
る
限
り
、
別
子
の
ケ
ー
ス
が
よ
り
一
般
的
傾
向
で
、
む
し
ろ
足
尾
の
ケ
ー
ス
は
そ
れ
ほ
ど
多

く
は
な
い
。
因
に
別
子
銅
山
の
寄
附
で
、
宇
摩
郡
側
の
第
四
号
と
東
延
の
新
壱
号
の
二
つ
の
飯
場
の
個
人
寄
附
が
多
く
、
な
か
で
も
第

四
号
飯
場
の
「
長
門
国
中
村
瀧
吉
」
は
三
円
、
同
「
伊
予
真
鍋
抑
平
」
は
一
円
五
○
銭
の
高
額
を
寄
附
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
一
一
大
鉱
山
で
の
寄
附
は
、
総
寄
附
額
の
一
五
・
五
％
に
も
達
し
、
大
鉱
山
の
友
子
へ
の
依
存
度
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
ほ
か
、
忠
隈
炭
坑
、
大
籔
新
坑
、
潤
野
炭
坑
な
ど
、
筑
豊
の
炭
坑
で
の
寄
附
が
目
立
つ
が
、
そ
れ
は
、
和
田
梅
吉
が
金
属
鉱
山

か
ら
炭
坑
に
転
職
し
、
炭
坑
で
怪
我
を
し
て
奉
願
帳
を
受
け
た
こ
と
に
大
き
く
原
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
後
に
も
う
一
度
ふ
れ
た
い
。

な
お
和
田
梅
吉
が
登
山
し
た
鉱
夫
総
数
一
○
○
○
人
以
上
の
鉱
山
は
、
九
州
の
日
平
銅
山
、
飛
騨
の
神
岡
鉱
山
、
岡
山
の
吉
岡
鉱
山
、

兵
庫
の
生
野
鉱
山
が
あ
る
が
、
後
の
三
鉱
山
は
友
子
制
度
の
よ
く
発
達
し
た
鉱
山
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
寄
附
額
は
多
く
な
い
。

吉
岡
鉱
山
で
は
、
第
７
表
に
示
し
た
よ
う
に
三
円
四
五
銭
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
七
交
際
所
を
廻
っ
て
い
る
た
め
、
組
織
的
な
寄
附

が
一
円
八
五
銭
で
や
や
多
く
、
七
人
の
個
人
に
よ
る
寄
附
が
加
わ
っ
て
三
円
四
五
銭
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
８
表
と
第

９
表
が
示
す
よ
う
に
生
野
鉱
山
と
神
岡
鉱
山
の
場
合
は
、
と
も
に
個
人
の
寄
附
が
少
な
く
、
大
鉱
山
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体

と
し
て
寄
附
額
が
少
な
い
。
す
な
わ
ち
生
野
鉱
山
で
は
、
｜
円
九
五
銭
、
神
岡
鉱
山
で
は
一
円
四
○
銭
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
事
態
は
、
こ
れ
ら
有
名
鉱
山
で
の
友
子
メ
ン
バ
ー
の
救
済
意
識
の
低
さ
を
現
わ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第
二
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
第
一
と
は
逆
に
小
鉱
山
も
、
『
奉
願
帳
』
持
鉱
夫
が
、
全
国
を
巡
回
す
る
上
で
は
、
そ
れ
な

り
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
小
鉱
山
の
寄
附
そ
の
も
の
は
、
一
○
銭
か
ら
三
○
銭
前
後
が
多
く
、
と
る
に
足
り
な
い
。
し
か
し
、
小
鉱
山
の
存
在
は
、
奉

願
帳
持
鉱
夫
が
鉱
山
か
ら
鉱
山
へ
移
動
す
る
場
合
の
中
継
地
の
役
割
を
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
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例
え
ば
、
和
田
梅
吉
が
、
四
国
の
別
子
銅
山
に
登
山
す
る
場
合
に
、
愛
媛
県
下
の
周
辺
の
小
鉱
山
を
巡
回
し
な
が
ら
別
子
銅
山
に
移

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
足
尾
銅
山
に
行
き
、
再
び
西
国
に
戻
る
場
合
に
も
途
中
の
鉱
山
、
あ
る
い
は
燧
道
工
事
場
の
飯
場
に
一
宿

一
飯
し
、
そ
こ
で
小
額
の
寄
附
を
仰
ぎ
つ
つ
移
動
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
大
鉱
山
で
巨
額
の
寄
附
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
大
鉱

山
か
ら
大
鉱
山
に
移
動
す
る
間
に
小
鉱
山
の
一
宿
一
飯
や
寄
附
が
な
か
っ
た
ら
、
奉
願
帳
持
鉱
夫
の
移
動
は
も
っ
と
制
限
さ
れ
た
も
の

に
な
り
、
ひ
い
て
は
奉
願
帳
制
度
そ
の
も
の
の
発
達
を
抑
制
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

第７表吉岡鉱山における寄附

南交際所坑夫壱統

士木交際所坑夫壱統

個人４人

舟舗交際所坑夫壱同

西交際所坑夫壱統

個人１人

北方飯場一同

千枚交際所坑夫壱統

個人１人

東交際所坑夫壱統

個人１人

40銭６月17日

〃

,円!；}Ｐ５‘
６月19日

〃

1５ 

':}2， 
６月20日

６月22日

3０ 

諾}3，

5卵
〃

3円45銭合 計

第８表生野鉱山における寄附

５
 
３
 

銭
１
ト
ー

５
５
５
０
０
５
０
０
５
０
 

１
１
１
２
２
２
２
２
２
２
 

若松坑一同

足立飯場一同

植組一同

個人２人

岩崎組一同

大田組一同

合名飯場一同

桑田組一同

支山神子畑阪水組一同

〃明延阪水組一同

４月19日

〃

４月２１日

〃

４月23日

〃

４月24日

４月25日

４月26日

1円95銭合 計

第９表神岡鉱山における寄附

神岡鉱山栃洞坑夫一同

個人５人

漆山坑夫一同

【：
２０ 

3９．９．８ 

〃

1円40銭合 計
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第10表地域別平均寄附額

逢三層雲|厚聯
一飯場当
平均寄附

個人寄附
人数

筑豊炭坑

九州鉱山

四国鉱山

近畿２県（和，奈）

北陸２県（福，石）

甲信２県（岐，長）

関東２県（群，栃）

東海３県（山，静，愛）

兵庫県

岡山県

広島県

島根県

山ロ県

福岡鉱山

筑豊炭坑

１円51.0銭 18.4銭 23.6銭

人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人
人

９
６
９
９
８
６
９
２
４
２
４
１
６
６
６
 

３
１
２
 

２
７
２
４
６
１
９
 

１
 

１
 

35.0 23.3 8.7 

42.2 1５．６ 28.9 

18.3 15.7 

６
１
８
 

●
●
●
 

６
８
８
 

29.0 29.3 

37.1 34.1 

98.9 93.9 16.7 

１円01.0 2０．４ 43.9 

38.2 1６．４ 13.5 

22.6 1６．０ 13.2 

15.0 10.0 11.2 

35.1 17.6 

６
３
６
 

●
●
●
 

７
９
５
 

78.5 17.0 

31.6 1３．６ 

1円57.8 15.9 23.6 

合 計 91.3 24.6 17.2 

更
に
小
鉱
山
の
寄
附
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と

は
、
第
３
表
と
第
、
表
に
示
し
て
あ
る
よ
う
に
山
口
県
の
場

合
、
小
鉱
山
ば
か
り
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
飯
場
当

り
の
平
均
寄
附
額
が
非
常
に
高
く
、
全
体
と
し
て
五
○
日
間
、

一
一
五
鉱
山
、
一
一
五
飯
場
の
巡
回
で
一
九
円
六
三
銭
も
集
め
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
を
承
る
と
、
組
織
的
な
寄
附

が
四
円
二
五
銭
（
一
一
一
・
七
％
）
、
個
人
に
よ
る
も
の
が
一

五
円
三
八
銭
（
七
八
・
一
一
一
％
）
で
あ
る
。
個
人
の
寄
附
は
一

六
六
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
一
人
平
均
額
は
九
銭
と
小
さ
い

が
、
寄
附
人
数
が
多
か
っ
た
の
で
、
全
体
と
し
て
個
人
の
寄

附
額
が
、
他
県
の
場
合
と
比
べ
て
圧
倒
的
に
大
き
い
。
そ
の

理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
か
よ
う
に
奉
願
帳
へ
の
寄
附
が
、

大
き
く
個
人
の
救
済
意
識
に
依
存
し
て
お
り
、
小
鉱
山
と
い

え
ど
も
、
そ
こ
に
存
在
す
る
友
子
の
個
々
人
の
意
識
水
準
が

大
い
に
問
題
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

和
田
『
奉
願
帳
』
の
分
析
で
第
三
に
指
摘
し
て
お
き
た
い

こ
と
は
、
総
寄
附
額
の
中
で
筑
豊
の
炭
坑
の
寄
附
の
占
め
る

ウ
ェ
イ
ト
が
著
し
く
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因
に
、
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筑
豊
の
炭
坑
で
の
寄
附
は
発
行
時
を
除
い
て
も
六
一
一
円
六
○
銭
で
、
総
額
の
二
一
一
一
％
に
も
達
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
和
田
梅
吉
が
、
筑

豊
の
一
炭
坑
で
怪
我
を
し
て
奉
願
帳
の
発
行
を
う
け
、
隣
山
炭
坑
の
坑
夫
か
ら
も
強
い
同
情
を
受
け
て
多
額
の
寄
附
を
得
た
こ
と
と
、

筑
豊
を
出
て
再
び
筑
豊
に
帰
っ
て
来
て
い
る
こ
と
な
ど
が
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
に
加
え
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
明
治
三
八
、
九
年
頃
の
筑
豊
の
炭
坑
に
、
か
な
り
友
子
制
度
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
奉
願
帳
を
発
行
し
た
製
鉄
所
二
瀬
炭
坑
の
伊
岐
須
坑
で
、
友
子
組
織
が
存
在
し
た
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
し
て
そ
の
折
三
人
ず
つ
立
会
人
を
出
し
た
忠
隈
炭
坑
と
潤
野
炭
坑
に
も
友
子
組
織
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
隣

山
立
会
人
と
は
、
隣
山
の
友
子
組
織
が
一
定
の
寄
附
を
も
っ
て
当
該
友
子
組
織
を
訪
れ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
松
島
氏
の
利
用
し
た
中
村
新
造
『
奉
願
帳
』
に
は
、
大
正
二
年
二
月
一
○
日
付
で
「
忠
隈
住
友
鉱
業
所
友
子
一
統
」
の
署

名
が
あ
り
、
ま
た
和
田
『
奉
願
帳
』
で
も
明
治
四
一
年
二
月
一
九
日
付
で
「
忠
隈
炭
坑
交
際
所
坑
夫
一
同
」
の
署
名
が
あ
っ
て
、
忠
隈

炭
坑
で
は
、
ず
っ
と
友
子
組
織
が
は
っ
き
り
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

そ
の
ほ
か
の
炭
坑
で
は
、
「
第
二
赤
池
炭
坑
交
際
所
之
印
」
が
あ
っ
た
第
二
赤
池
炭
坑
を
除
け
ば
、
特
に
直
接
友
子
組
織
の
存
在
を

示
す
も
の
が
な
い
が
、
寄
附
の
大
き
さ
な
ど
ふ
る
と
、
筑
豊
の
炭
坑
に
友
子
が
広
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

第
四
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
友
子
が
燧
道
工
事
場
に
も
存
在
し
た
こ
と
と
、
そ
こ
で
の
寄
附
が
以
外
に
多
い
と
い
う
こ
と

す
で
に
松
島
氏
の
紹
介
し
た
中
村
新
造
『
奉
願
帳
』
は
、
多
く
の
燧
道
工
事
場
で
多
く
の
寄
附
を
得
て
い
る
の
で
詳
し
く
は
立
ち
入

ら
な
い
が
、
和
田
『
奉
願
帳
』
に
お
け
る
燧
道
工
事
場
の
寄
附
に
つ
い
て
の
集
計
を
分
析
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち

和
田
梅
吉
は
、
八
つ
の
工
事
場
、
一
一
三
飯
場
を
訪
れ
、
一
七
円
一
一
一
五
銭
、
全
体
の
六
・
一
一
一
％
の
寄
附
を
集
め
た
。
そ
の
内
訳
を
承
る
と
、

「
飯
場
一
同
」
に
よ
る
寄
附
は
四
円
六
五
銭
（
一
一
八
％
）
で
、
四
七
人
に
よ
る
個
人
寄
附
は
一
二
円
五
○
銭
（
七
一
一
％
）
で
あ
り
、
個

で
」
あ
る
。
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人
寄
附
の
ウ
ェ
イ
ト
が
こ
こ
で
も
著
し
く
高
い
。
し
た
が
っ
て
全
体
と
し
て
一
飯
場
当
り
の
平
均
寄
附
額
は
、
七
四
銭
六
厘
で
、
第
３

表
に
示
し
た
大
鉱
山
を
含
ま
な
い
諸
県
の
一
飯
場
当
り
の
平
均
寄
附
額
よ
り
か
な
り
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。

い
わ
ゆ
る
ト
ン
ネ
ル
エ
事
に
は
、
多
く
の
金
属
鉱
山
の
鉱
夫
が
熟
練
坑
夫
と
し
て
参
加
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
友

子
組
織
を
飯
場
に
持
ち
込
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
鉱
山
か
ら
燧
道
工
事
場
に
転
じ
た
彼
ら
は
、
炭
坑
で
大
怪
我
を
し
た
和
田
梅

吉
に
大
い
に
同
情
し
、
と
く
に
個
人
に
よ
る
寄
附
に
応
じ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。

（
４
）
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
す
で
に
拙
著
『
日
本
の
伝
統
的
労
資
関
係
』
、
一
九
二
’
四
頁
で
論
じ
て
あ
る
。

（
５
）
こ
の
点
に
つ
い
て
も
詳
し
く
は
、
同
書
、
二
六
九
’
二
八
○
頁
。

（
６
）
因
に
松
島
氏
の
分
析
し
た
中
村
新
造
『
奉
願
帳
』
（
明
治
四
五
年
七
月
二
四
日
か
ら
大
正
一
一
年
五
月
一
一
一
日
ま
で
）
の
寄
附
総
額
は
、
一
四

五
円
六
○
銭
で
、
二
九
一
一
一
日
間
、
一
六
六
の
飯
場
を
巡
回
し
て
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
日
平
均
四
九
銭
で
、
和
田
『
奉
願
帳
』
の
場
合

よ
り
、
一
八
銭
ほ
ど
高
い
。
要
は
、
後
に
分
析
す
る
よ
う
に
、
奉
願
帳
の
寄
附
額
が
農
商
務
省
の
『
調
査
』
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
非
常
に

多
額
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
二
例
に
よ
っ
て
確
認
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
７
）
詳
し
く
は
次
節
を
参
照
。

（
８
）
松
島
氏
の
分
析
で
は
、
寄
附
額
の
分
析
に
際
し
て
、
組
織
と
個
人
の
寄
附
を
区
別
し
て
い
な
い
の
で
、
個
人
の
救
済
意
識
の
分
析
が
で
き
な

い
。
資
料
で
は
区
別
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
。

（
９
）
松
島
氏
の
分
析
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘
は
な
い
が
、
恐
ら
く
奉
願
帳
に
は
こ
の
よ
う
な
角
印
は
捺
印
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ

（
注
）

（
１
）
松
島
静
雄
『
友
子
の
社
会
学
的
考
察
』
、
第
四
章
の
四
「
奉
願
帳
」
を
参
照
。

（
２
）
同
書
、
一
二
四
頁
参
照
。

（
３
）
和
田
梅
吉
の
奉
願
帳
は
、
伊
岐
須
炭
坑
で
発
行
さ
れ
、
和
田
が
日
本
を
半
周
し
て
再
び
筑
豊
に
帰
っ
て
来
た
と
こ
ろ
で
終
っ
て
お
り
、
し
か

も
伊
岐
須
の
寺
に
残
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
和
田
が
こ
の
寺
の
近
く
で
死
亡
し
、
彼
を
葬
っ
た
寺
に
奉
願
帳
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
、
和
田
梅
吉
の
『
奉
願
帳
』
に
記
載
さ
れ
て
い
た
寄
附
額
を
色
々
と
分
析
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
そ
の
寄

附
額
が
当
時
の
鉱
夫
の
生
活
に
お
い
て
ど
の
程
度
の
収
入
に
相
当
す
る
の
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
和
田
梅
吉
が
集
め
た
寄
附
は
、
八
五
○
日
間
で
一
一
七
一
一
円
一
七
銭
で
あ
り
、
一
日
平
均
三
一
銭
九
厘
四

毛
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
日
平
均
三
一
銭
九
厘
の
寄
附
は
、
当
時
の
鉱
夫
の
収
入
と
比
べ
て
ど
の
程
度
の
大
き
さ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
当
時
の
鉱
夫
の
日
賃
金
を
ゑ
て
お
こ
う
。

第
ｕ
表
は
、
明
治
三
○
年
末
頃
の
鉱
夫
の
一
日
の
賃
金
額
で
あ
る
。
例
え
ば
、
中
国
地
方
の
金
属
鉱
山
の
採
鉱
夫
の
日
賃
金
は
五
五

銭
で
あ
り
、
筑
豊
の
採
炭
夫
は
六
七
銭
で
あ
っ
た
。

（
皿
）
な
お
費
子
橋
は
、
組
織
上
通
洞
の
一
部
で
あ
る
が
、
友
子
組
織
は
独
立
し
て
い
た
。
そ
の
単
位
は
小
さ
か
っ
た
。

（
旧
）
足
尾
銅
山
の
友
子
に
つ
い
て
は
、
二
村
一
夫
氏
に
よ
る
足
尾
銅
山
暴
動
期
の
分
析
が
あ
り
、
そ
の
期
に
き
わ
め
て
組
織
だ
っ
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
足
尾
銅
山
の
友
子
の
歴
史
に
つ
い
て
は
別
途
に
考
察
を
予
定
し
て
い
る
。

Ｚ
》
。

（
Ⅲ
）
松
島
氏
の
分
析
し
た
中
村
新
造
『
奉
願
帳
』
の
巡
回
経
路
に
つ
い
て
は
、
和
田
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
広
域
的
で
あ
る
。
『
友
子
の
社
会
学

的
考
察
』
、
一
二
六
頁
、
一
一
一
八
’
一
一
一
一
六
頁
参
照
。

（
、
）
こ
の
空
白
期
間
が
何
を
意
味
す
る
か
不
明
だ
が
、
後
に
も
度
々
長
期
の
空
白
期
間
が
み
ら
れ
る
が
、
考
え
ら
れ
る
の
は
、
治
療
の
た
め
の
湯

(1) 治
、
入
院
な
ど
で
あ
ろ
う
。

な
お
費
子
橋
は
、
組
織
‐

和
田
「
奉
願
帳
」
寄
附
額
の
生
活
上
の
意
義

三
奉
願
帳
制
度
の
客
観
的
位
置
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第11表明治末期の鉱夫日貨金額

北陸|中部|中国|四国|実辮筆|月稼働日
採鉱坑夫（男）

支柱夫（男）

手子（男）

選鉱夫（男）

製煉夫（男）

56.2 53.5 

銭
銭
銭
銭
銭

２
３
９
９
２
 

２
９
８
５
４
 

円
円
円
円
円

３
２
７
７
０
 

１
１
 

１
 

55.1 60.7 ２４日

〃

″ 

２６日

48.4 45.3 53.9 54.9 

28.0 28.6 32.9 28.2 

31.5 35.2 29.2 33.2 

35.7 38.5 38.6 53.4 ２７日

筑豊地方坑
夫月賃金

筑豊炭坑

採炭坑夫（男）

支柱夫（男）

手子（男）

〃 （女）

選炭夫（申）

〃 （女）

銭
銭
銭
銭
銭
銭

１
２
３
３
５
５
 

１
２
６
３
５
９
 

円
円
円
円
円
円

４
２
１
０
９
６
 

１
１
１
１
 

67.2 ２１日

58.2 ２１日

55.4 ２１日

49.2 ２１日

38.2 ２５日

27.8 ２５日

『鉱夫待遇事例』５６～７頁。３９頁。

こ
の
日
賃
金
と
和
田
の
得
た
一
日
平
均
の
寄
附
三
一
銭
と
機
械
的
に

比
べ
る
と
和
田
の
寄
附
は
、
採
鉱
夫
日
賃
金
の
二
分
の
一
弱
、
手
子

（
男
）
の
日
賃
金
分
に
等
し
い
。
炭
坑
夫
の
賃
金
は
、
金
属
鉱
山
の
場

合
よ
り
若
干
高
い
の
で
、
和
田
の
一
日
平
均
の
寄
附
は
相
対
的
に
や
や

低
目
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
鉱
夫
の
稼
働
率
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
。

金
属
鉱
山
で
は
採
鉱
部
門
で
平
均
一
一
四
日
、
採
炭
部
門
で
は
平
均
一
二

（
１
）
 

日
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
考
慮
し
て
月
収
で
ふ
る
と
、
第
ｕ
表
に
一
示
し

た
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
田
の
月
額
寄
附
収
入
は
、
九
円
五
八

銭
で
あ
り
、
金
属
鉱
山
の
製
煉
夫
の
月
賃
金
一
○
円
四
二
銭
と
炭
坑
の

男
子
選
炭
夫
の
月
賃
金
九
円
五
五
銭
に
近
い
。
そ
し
て
金
属
鉱
山
の
手

子
（
男
）
や
選
鉱
夫
、
ま
た
炭
坑
の
女
選
炭
夫
の
月
収
よ
り
若
干
高
い

こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
和
田
梅
吉
が
、
労
働
能
力
を
喪
失
し
て
全
国
を
廻
っ
て
得
た

寄
附
の
月
額
は
、
当
時
の
鉱
夫
の
中
水
準
の
も
の
で
、
職
人
層
の
月
賃

金
収
入
位
で
あ
り
、
単
純
労
働
者
の
賃
金
よ
り
幾
分
高
い
こ
と
が
わ
か

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
奉
願
帳
へ
の
寄
附
が
、
労
働
能
力
喪
失
者
の
生

活
を
支
え
る
の
に
十
分
に
可
能
な
額
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き



（３２） 559 

奉
願
帳
そ
の
も
の
が
、
実
質
的
な
救
済
機
能
を
果
た
し
た
と
す
れ
ば
、
奉
願
帳
は
実
際
に
ど
の
程
度
の
頻
度
で
発
行
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
し
て
奉
願
帳
持
鉱
夫
は
、
常
時
何
人
位
が
鉱
山
を
巡
回
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
あ
ま
り
に
資
料
が
乏
し
い
。
と
は
い
え
私
が
集
め
え
た
限
り
の
資
料
で
若
干
の
分
析
を
行
な
っ
て
ふ
た
い
。

る
。
更
に
い
え
ば
各
鉱
山
で
与
え
ら
れ
る
一
宿
一
飯
の
無
料
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
奉
願
帳
持
鉱
夫
の
実
収
入
を
、
実
質
的
に
数
．
ハ
ー
セ
ン

ト
高
め
る
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
、
移
動
の
た
め
の
交
通
費
、
鉱
山
以
外
で
の
宿
泊
費
が
そ
れ
な
り
に
か
か
り
、
決
し
て
豊
か
な
収
入
と

い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
奉
願
帳
の
寄
附
額
は
、
労
働
能
力
を
喪
失
し
た
鉱
夫
に
と
っ
て
決
し
て
形
式
的
な
額
で
は
な
く
、
余
生

の
生
活
を
可
能
に
す
る
実
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

（
２
）
 

因
に
大
正
初
年
の
中
村
新
造
『
奉
願
帳
』
の
寄
附
は
、
一
日
平
均
四
九
銭
、
月
平
均
一
四
円
八
八
銭
で
あ
り
、
物
価
上
昇
を
考
慮
す

る
と
、
和
田
『
奉
願
帳
』
の
水
準
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
和
田
の
得
た
寄
附
額
が
決
し
て
例
外
的
で
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

な
お
和
田
梅
吉
の
一
日
平
均
寄
附
額
を
、
彼
が
巡
回
中
の
空
白
期
間
（
二
四
一
日
）
を
差
し
引
き
、
実
際
に
鉱
山
を
巡
回
し
て
い
た

日
数
か
ら
導
け
ば
、
三
割
弱
ほ
ど
収
入
が
増
え
、
一
人
前
の
鉱
夫
の
月
賃
金
額
に
近
く
な
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
奉
願
帳
制
度
は
、
救
済
の
金
額
の
面
か
ら
ゑ
る
と
、
松
島
静
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
奉
願
帳
の
果
た
し

（
３
）
 

た
救
済
機
能
が
決
し
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
内
容
を
持
っ
た
」
も
の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
実
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

(2) 

大
正
初
期
に
お
け
る
奉
願
帳
の
発
行
頻
度
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元
来
、
友
子
組
織
は
、
自
ら
の
活
動
を
記
し
た
箱
元
記
録
の
類
を
保
持
し
て
い
た
の
だ
が
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
そ
う
し
た
資
料
は
、

ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
幸
い
、
わ
れ
わ
れ
は
、
尾
去
沢
鉱
山
赤
沢
坑
の
自
友
子
の
大
正
元
年
九
月
二
○
日
か
ら
の
『
集
会
確

（
４
）
 

定
速
記
簿
』
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
資
料
に
よ
る
と
、
大
正
二
年
五
月
五
日
に
、
田
郡
坑
で
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
る
の
で
、
赤
沢
坑
か
ら
二
人
の
世
話
人
と
一
人
の

立
会
人
を
選
出
し
た
と
あ
る
。
ま
た
五
月
一
七
日
に
は
、
下
沢
坑
で
寄
附
帳
が
発
行
ざ
れ
二
人
の
世
話
人
と
一
人
の
立
会
人
を
選
出
し

て
い
た
。
同
年
六
月
一
一
一
日
、
今
度
は
石
切
沢
で
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
、
二
人
の
世
話
人
と
一
人
の
立
会
人
を
選
出
し
た
。
同
年
九
月

一
八
日
は
、
奉
願
帳
持
の
奉
願
帳
の
紙
数
が
尽
き
て
「
添
帳
」
が
行
な
わ
れ
た
。

大
正
一
一
一
年
四
月
一
○
日
と
五
月
一
一
一
一
一
日
に
「
添
帳
」
が
一
一
回
つ
く
ら
れ
た
。
大
正
一
一
一
年
七
月
二
五
日
、
赤
沢
坑
の
鉱
夫
針
呂
市
太
郎

（
四
四
歳
）
に
「
奉
願
帳
ヲ
調
整
ス
ル
事
二
決
定
」
し
て
い
る
。

資
料
は
、
大
正
五
年
一
月
で
切
れ
て
い
る
の
で
、
尾
去
沢
鉱
山
で
は
、
明
ら
か
に
約
三
年
半
で
三
回
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
ほ
ぼ
一
年
に
一
回
弱
の
割
合
に
な
る
。

（
５
）
 

ま
た
、
日
立
鉱
山
の
支
山
で
あ
っ
た
諏
訪
鉱
山
の
大
正
八
年
一
月
か
ら
昭
和
三
年
ま
で
の
『
、
永
代
記
録
簿
』
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
ふ
る
と
、
日
立
鉱
山
で
大
正
七
年
に
一
回
、
大
正
八
年
に
五
回
、
九
年
に
は
な
ん
と
九
回
も
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
奉
願
帳
制
度
は
、
大
正
初
年
代
よ
り
縮
小
、
衰
退
し
は
じ
め
て
い
る
の
で
、
日
立
鉱
山
の
奉
願
帳
の
発
行
は
、
明
治
末

年
の
よ
う
な
実
質
的
意
味
を
も
つ
の
か
ど
う
か
、
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。
恐
ら
く
退
職
金
的
な
意
味
を
持
ち
、
後
に
ふ
る
よ
う
に
必
ず

し
も
そ
れ
を
所
持
し
て
明
治
末
年
の
よ
う
に
各
地
の
鉱
山
を
巡
回
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
尾
去
沢
鉱
山
の
事
例
を
も
と
に
大
正
初
年
頃
、
｜
鉱
山
で
一
年
に
一
回
位
奉
願
帳
を
発
行
す
る
と
仮
定
す
る
と
、
一
年
間
に

全
国
的
に
ど
の
位
の
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
奉
願
帳
を
発
行
し
う
る
よ
う
な
友
子
組
織
を
擁
す
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こ
の
問
題
に
関
す
る
資
料
は
、
奉
願
帳
発
行
の
資
料
よ
り
は
若
干
多
く
存
在
し
て
い
る
。
す
で
に
松
島
静
雄
氏
は
、
小
坂
鉱
山
の
友

子
資
料
に
よ
っ
て
、
小
坂
鉱
山
へ
の
奉
願
帳
持
鉱
夫
の
登
山
回
数
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
小
坂
鉱
山
の
『
友
子
の
交
際
費
支
出

（
８
）
 

薄
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
四
年
に
奉
願
帳
へ
の
寄
附
が
一
二
一
件
、
一
一
一
円
九
○
銭
、
（
一
件
当
り
七
○
銭
）
、
同
四
五
年
に
は
五
一
一
件
、

三
五
円
五
五
銭
（
｜
件
当
り
六
八
銭
）
で
あ
っ
た
。

こ
の
数
字
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
小
坂
鉱
山
に
は
、
両
年
の
平
均
で
年
に
四
一
人
位
が
、
月
平
均
三
。
五
人
が
奉
願
帳
を
も
っ
て
登

山
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
か
な
り
の
数
で
あ
る
。

（
９
）
 

こ
う
し
た
傾
向
は
他
の
資
料
に
よ
っ
て
も
確
認
”
で
き
る
。
尾
去
沢
鉱
山
に
お
け
る
赤
沢
坑
の
自
友
子
の
『
浪
人
登
山
簿
』
を
承
る
と
、

大
正
三
年
に
は
一
○
カ
月
で
四
三
人
が
、
大
正
四
年
に
は
五
一
一
一
人
が
、
尾
去
沢
鉱
山
の
赤
沢
坑
の
友
子
に
立
ち
寄
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
月
平
均
四
・
八
人
、
四
。
四
人
の
割
合
で
あ
る
。

（
Ⅲ
）
 

ま
た
、
阿
仁
鉱
山
の
真
木
坑
の
友
子
の
『
浪
人
登
山
簿
』
を
み
る
と
、
大
正
二
年
一
一
一
月
か
ら
翌
年
の
一
一
月
ま
で
の
一
年
間
で
、

一
五
人
、
月
平
均
一
・
二
人
の
奉
願
帳
持
が
登
山
し
て
い
る
。
当
時
阿
仁
鉱
山
は
、
総
鉱
夫
四
三
○
名
位
の
中
小
鉱
山
で
あ
り
、
地
理

（
６
）
 

る
鉱
山
は
、
や
は
り
大
鉱
山
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
全
国
的
に
年
間
五
○
回
く
ら
い
と
ゑ
ら
れ
る
。
，
と
す
れ
ば
一
年
間
に
五
○

（
７
）
 

の
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
奉
願
帳
持
が
三
年
位
生
存
し
、
鉱
山
を
巡
回
す
る
と
す
れ
ば
、
常
時
一
五
○
人

位
の
奉
願
帳
持
鉱
夫
が
全
国
的
に
散
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
で
は
各
鉱
山
に
奉
願
帳
持
鉱
夫
が
ど
の
程
度
の
頻
度
で
登
山
し
て
い
た
か
を
検
討
し
よ
う
。

(3) 

奉
願
帳
持
鉱
夫
の
一
鉱
山
へ
の
登
山
頻
度
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的
に
大
変
不
便
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
、
登
山
者
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

奉
願
帳
持
の
登
山
が
大
鉱
山
で
は
年
四
○
回
、
中
小
鉱
山
は
そ
の
半
分
の
二
○
回
と
し
、
一
鉱
山
平
均
三
○
回
位
と
す
れ
ば
、
日
本

の
鉱
山
で
流
動
し
て
い
る
奉
願
帳
持
鉱
夫
の
お
よ
そ
の
数
は
推
測
で
き
る
。

（
ｕ
）
 

（
辺
）

明
治
末
期
ご
ろ
の
法
人
の
金
属
鉱
山
数
は
一
○
○
鉱
山
位
で
あ
り
、
更
に
個
人
の
小
鉱
山
は
六
○
鉱
山
を
下
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
友
子
の
存
在
し
た
北
海
道
と
常
磐
地
方
に
は
、
主
要
炭
坑
だ
け
で
も
三
○
炭
坑
あ
り
更
に
小
炭
坑
を
含
め
れ
ば
、
一
○
○
坑
を
超

え
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
燧
道
工
事
場
な
ど
を
加
え
れ
ば
、
奉
願
帳
持
鉱
夫
が
全
国
的
に
巡
回
し
う
る
大
小
の
鉱
山
は
、
五
○
○
近
く
存

在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
現
に
和
田
梅
吉
は
、
若
干
重
複
し
て
い
る
が
日
本
の
半
部
で
二
七
七
鉱
山
を
巡
回
し
、
中
村
新
造
は
、

一
○
カ
月
で
一
三
○
近
く
の
鉱
山
を
巡
回
し
て
い
る
の
で
、
全
国
的
に
み
て
五
○
○
鉱
山
は
決
し
て
過
大
な
数
字
で
は
な
い
。

そ
し
て
和
田
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
和
田
は
一
年
に
約
一
○
○
鉱
山
を
回
っ
た
。
奉
願
帳
持
鉱
夫
一
人
が
一
年
に
一
○
○
鉱
山
位
を
廻

る
と
す
れ
ば
、
五
○
○
鉱
山
を
一
年
に
廻
る
の
に
は
五
人
の
奉
願
帳
持
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
一
鉱
山
に
は
、
一
年
間
に

平
均
三
○
人
位
が
登
山
し
て
く
る
と
す
れ
ば
一
○
○
鉱
山
を
一
年
間
で
三
○
人
位
の
奉
願
帳
持
鉱
夫
が
常
時
巡
回
し
て
い
る
こ
と
に
な

り
、
五
○
○
鉱
山
に
は
一
五
○
人
位
の
奉
願
帳
持
が
巡
回
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
一
年
に
五
○
位
の
奉
願
帳
が
全
国
で
発
行
さ
れ
て
常
時
一
五
○
人
位
の
奉
願
帳
持
が
全
国
を
巡
回
し
て
い
る
と
の
先
の
想

定
と
一
致
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
一
つ
の
仮
定
で
あ
っ
て
、
奉
願
帳
の
発
行
数
、
奉
願
帳
持
の
巡
回
状
況
を
推
論
す
る
た
め
の

仮
定
に
す
ぎ
な
い
。
と
は
い
え
こ
の
想
定
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
奉
願
帳
制
度
が
、
大
正
初
年
頃
に
相
当
普
及
し
て
い
た
こ
と
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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以
下
の
よ
う
に
、
和
田
梅
吉
の
『
奉
願
帳
』
を
分
析
し
な
が
ら
、
奉
願
帳
制
度
全
体
に
つ
い
て
ふ
れ
て
き
た
が
、
最
後
に
、
和
田

『
奉
願
帳
』
の
寄
附
額
と
奉
願
帳
の
発
行
数
、
そ
れ
を
も
っ
て
の
巡
回
度
と
を
考
慮
し
な
が
ら
、
再
び
奉
願
帳
制
度
が
、
当
時
の
友
子

に
負
担
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
奉
願
帳
制
度
の
衰
退
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
事
実
と
し
て
、
松
島
氏
の
紹
介
す
る
小
坂
鉱
山
に
お
け
る
大
正
一
五
年
と
昭
和
二
年
の
奉
願
帳
持
の
登
山
者
数
を
ゑ
て
み
よ

う
。
小
坂
鉱
山
の
友
子
資
料
は
、
大
正
一
五
年
に
は
、
一
年
間
に
三
人
の
奉
願
帳
持
鉱
夫
し
か
登
山
し
て
い
な
い
し
、
昭
和
一
一
年
に

（
、
）

は
そ
の
数
が
ゼ
ロ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
大
正
末
期
に
は
、
奉
願
帳
持
鉱
夫
の
各
鉱
山
へ
の
巡
回
が
激
減
し
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
そ
し
て
昭
和
二
年
頃
に
は
、
そ
れ
が
全
く
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
ｕ
）
 

も
っ
と
も
日
立
鉱
山
の
友
子
の
『
永
代
記
録
簿
』
に
は
、
昭
和
五
年
九
月
一
日
の
記
事
に
「
他
山
ヨ
リ
救
済
帳
ヲ
持
チ
来
山
ノ
浪
人

ノ
救
済
法
」
と
し
て
「
金
二
円
ヲ
救
助
」
す
る
と
あ
り
、
ま
た
昭
和
八
年
一
二
月
一
一
○
日
の
記
事
に
「
奉
願
帳
持
チ
附
合
金
二
付
附
記

ス
ル
事
再
三
救
助
セ
ザ
ル
様
」
と
あ
り
、
各
鉱
山
を
奉
願
帳
を
持
っ
て
回
る
制
度
が
細
々
と
存
続
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

他
方
、
奉
願
帳
を
持
っ
て
各
鉱
山
を
廻
る
慣
行
は
、
す
で
に
糸
た
よ
う
に
連
合
交
際
所
の
設
立
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
る
傾
向
を
生
み
、

連
合
交
際
所
に
よ
る
奉
願
帳
へ
の
寄
附
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
大
正
一
五
年
に
は
、
小
坂
鉱
山
か
ら
連
合
交
際

所
へ
八
二
円
八
○
銭
（
全
交
際
金
の
一
七
・
九
％
）
の
納
入
金
を
計
上
し
、
そ
の
年
の
奉
願
帳
へ
の
一
件
当
り
の
寄
附
二
円
の
四
一
倍
、

一
人
二
円
の
約
四
○
人
分
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
昭
和
一
一
年
に
は
一
六
一
一
円
（
同
じ
く
一
九
・
三
％
）
が
連
合
交
際
所
へ
の
納
入

（
咀
）

金
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
確
か
に
各
鉱
山
を
巡
回
す
る
奉
願
帳
制
度
は
縮
小
し
衰
退
し
た
が
、
各
鉱
山
が
労

働
能
力
喪
失
者
に
対
し
奉
願
帳
を
発
行
し
、
労
災
救
済
を
す
る
制
度
が
ま
だ
完
全
に
な
く
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(4) 

奉
願
帳
制
度
の
負
担
増
と
衰
退
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日
立
鉱
山
で
は
、
す
で
に
糸
た
よ
う
に
、
大
正
九
年
に
は
九
つ
も
の
奉
願
帳
が
発
行
さ
れ
た
し
、
昭
和
四
年
か
ら
の
日
立
鉱
山
の

（
通
）

『
永
代
記
録
簿
』
に
よ
れ
ば
、
昭
和
六
年
一
月
二
四
日
付
の
記
事
に
、
高
取
鉱
山
山
中
箱
一
工
よ
り
「
菊
川
卒
雄
氏
之
奉
願
帳
調
製
方
ヲ

書
留
ニ
テ
願
出
ス
」
と
あ
り
、
「
当
山
規
定
二
基
キ
特
別
救
助
願
提
出
為
ス
様
当
山
中
ヨ
リ
返
信
ス
」
と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
、
昭
和

に
入
っ
て
も
奉
願
帳
の
発
行
が
細
女
と
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
現
に
常
磐
地
方
に
お
い
て
は
、
大
正
一
二
年

（
Ⅳ
）
 

発
行
と
昭
和
一
一
一
年
発
行
の
奉
願
帳
が
残
さ
れ
て
お
り
、
北
海
道
で
は
、
大
正
五
年
、
七
年
発
行
の
奉
願
帳
に
加
垈
え
昭
和
三
年
、
九
年
、

（
皿
）

一
○
年
各
一
本
ず
つ
、
一
一
年
二
本
が
残
さ
れ
て
お
り
、
奉
願
帳
発
行
自
体
は
、
細
々
と
存
続
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
奉
願
帳
制
度
の
友
子
へ
の
負
担
増
に
つ
い
て
具
体
的
に
ゑ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
連
合
交
際
所
設
立
の
理
由
を
、
青
森
県
安
方

町
に
本
処
を
お
く
連
合
交
際
所
の
例
で
み
て
象
よ
う
。

大
正
四
年
二
月
に
設
立
を
承
た
こ
の
「
友
子
同
盟
交
際
委
託
取
扱
所
」
の
「
趣
意
書
」
に
よ
れ
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
日
常
従
事
し
つ

つ
あ
る
鉱
山
ま
た
は
工
事
場
は
、
稀
に
交
通
の
便
開
け
た
る
あ
る
も
、
多
く
は
深
山
幽
谷
の
地
に
し
て
、
か
く
の
如
き
不
具
者
及
び
病

者
を
し
て
巡
回
せ
し
め
る
に
は
、
馬
背
或
は
腕
車
担
架
等
に
よ
り
隣
山
に
送
り
救
済
し
つ
つ
あ
り
と
い
え
ど
も
、
冗
費
多
く
煩
累
大
に

し
て
得
る
処
少
き
は
既
に
各
山
友
子
諸
君
の
熟
知
せ
ら
れ
る
処
、
弊
所
こ
こ
に
鑑
糸
、
後
日
加
盟
人
員
の
増
加
す
る
に
随
い
、
従
来
の

巡
回
を
廃
し
煩
累
と
冗
費
を
省
き
、
安
全
な
る
方
法
に
病
傷
者
を
救
済
す
る
の
目
的
を
以
て
、
海
陸
の
交
通
至
便
に
し
て
最
も
適
切
な

る
青
森
市
に
友
子
同
盟
交
際
委
託
所
を
設
置
す
る
所
以
な
り
。
」
と
あ
る
。
そ
し
て
第
三
条
で
「
本
所
は
加
盟
各
鉱
山
友
子
一
同
の
代

理
を
以
て
各
鉱
山
工
事
友
子
一
般
の
取
扱
う
べ
き
寄
附
帳
、
平
奉
願
帳
、
送
奉
願
帳
持
参
の
浪
人
取
扱
を
な
す
」
と
規
定
し
、
一
般
の

（
四
）

浪
人
の
立
寄
を
断
り
、
平
奉
願
帳
に
「
金
弐
円
参
拾
銭
」
の
支
給
を
規
定
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
す
で
に
糸
た
よ
う
に
、
一
般
に
奉
願
帳
を
も
っ
て
山
間
避
地
を
巡
回
す
る
こ
と
の
困
難
に
加
え
、
送
り
奉
願
帳
持
の
よ

う
に
他
人
の
手
を
わ
ず
ら
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
の
負
担
の
大
き
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
困
難
と
負
担
を
解
決
す
る
た
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め
に
交
際
所
が
設
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
は
す
で
に
述
べ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。

た
だ
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
先
に
糸
た
よ
う
に
、
連
合
交
際
所
が
た
と
え
一
回
で
多
額
の
寄
附
を
与
え
た
と
し
て
も
、

こ
こ
で
は
友
子
メ
ン
バ
ー
の
救
済
意
識
に
依
拠
し
た
個
人
か
ら
の
寄
附
が
回
避
さ
れ
て
い
る
の
で
、
奉
願
帳
が
全
体
と
し
て
得
る
寄
附

は
、
著
し
く
縮
小
し
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
尾
去
沢
鉱
山
に
お
け
る
送
り
奉
願
帳
の
比
重
を
ゑ
て
糸
よ
う
。
す
で
に
承
た
よ
う
に
、
尾
去
沢
鉱
山
の
赤
沢
坑
に
大
正
三
年
一
一
一

月
か
ら
四
年
に
か
け
て
九
六
人
の
奉
願
帳
持
鉱
夫
が
登
山
し
た
。
そ
の
う
ち
送
り
奉
願
帳
持
は
、
二
六
人
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
一
一
七
％

が
送
り
奉
願
帳
持
で
、
各
地
の
鉱
山
か
ら
付
添
人
を
伴
っ
て
登
山
し
、
ま
た
尾
去
沢
鉱
山
か
ら
他
の
鉱
山
へ
尾
去
沢
鉱
山
の
付
添
人
を

伴
っ
て
移
動
す
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
一
ヵ
月
一
度
の
割
合
で
尾
去
沢
鉱
山
は
、
付
添
人
を
供
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け

尾
去
沢
鉱
山
の
友
子
メ
ン
バ
ー
数
が
定
か
で
は
な
い
が
、
赤
沢
坑
の
友
子
は
、
名
簿
か
ら
大
正
初
期
に
三
○
人
程
度
で
あ
り
、
四
沢

で
は
、
そ
の
四
倍
の
一
二
○
人
位
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
限
り
で
一
ヵ
月
一
人
の
付
添
人
の
供
出
は
そ
れ
ほ
ど
負
担
と
は
思
わ
れ

な
い
が
、
仕
事
を
休
ん
で
病
人
を
他
鉱
山
に
送
り
届
け
る
こ
と
自
体
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
先
の

連
合
交
際
所
設
立
の
趣
意
書
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。

小
坂
鉱
山
の
友
子
資
料
は
、
送
り
奉
願
帳
に
対
す
る
支
出
を
計
上
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
明
治
四
四
年
に
は
、
三
一
の
奉
願
帳
持
鉱

夫
の
登
山
の
う
ち
送
り
奉
願
帳
持
は
一
一
一
人
（
三
八
・
七
％
）
に
も
達
し
、
そ
の
た
め
の
費
用
と
し
て
六
円
九
○
銭
を
支
出
し
て
い
る
。

ま
た
翌
年
に
は
五
一
一
人
の
奉
願
帳
持
の
登
山
に
対
し
一
七
人
（
三
一
一
・
七
％
）
が
送
り
奉
願
帳
持
で
、
そ
の
た
め
の
支
出
は
一
一
○
円
五

（
別
）

五
銭
に
達
し
て
い
る
。

で
氷
｝
る
。

因
に
奉
願
帳
関
係
に
対
す
る
全
支
出
は
、
明
治
四
四
年
の
交
際
金
支
出
の
一
五
・
八
％
、
明
治
四
五
年
に
は
三
四
・
九
％
と
な
っ
て
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（
皿
）

お
り
、
友
子
会
計
の
中
で
奉
願
帳
関
連
へ
の
支
出
は
、
か
な
ｈ
／
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
奉
願
帳
制
度
は
、
大
正
初
期
に
友
子
制
度
に
か
な
り
の
負
担
と
な
り
、
ま
た
病
人
を
鉱
山
か
ら
鉱
山
に
移
動
さ
せ

る
と
い
っ
た
不
合
理
性
を
も
っ
て
い
た
た
め
に
、
別
途
の
救
済
制
度
の
普
及
と
あ
い
ま
っ
て
、
急
速
に
縮
小
衰
退
し
て
い
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
友
子
制
度
の
根
強
さ
は
、
奉
願
帳
制
度
そ
の
も
の
を
廃
絶
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
友
子
の
伝
統
を
伝
え
る
も
の
と

し
て
細
々
と
存
続
し
て
い
っ
た
こ
と
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
大
正
期
か
ら
昭
和
期
へ
の
奉
願
帳
制
度
の
変
遷
に

つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

奉
願
帳
制
度
と
い
う
こ
の
特
異
な
制
度
が
、
社
会
政
策
史
や
社
会
保
障
制
度
史
、
一
般
的
な
救
貧
制
度
史
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置

を
占
め
る
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
一
一
一
一
口
及
を
避
け
た
が
、
と
り
あ
え
ず
奉
願
帳
制
度
の
実
態
を
知
る
う
え
で
小
論
が
少
し
で
も
役
立
て

ば
幸
い
で
あ
る
。

（
５
）
こ
の
日
立
鉱
山
の
友
子
資
料
は
、
日
立
市
立
郷
士
博
物
館
所
蔵
の
も
の
。

（
６
）
因
に
金
属
鉱
山
は
、
『
鉱
夫
調
査
概
要
』
の
明
治
四
三
年
の
デ
ー
タ
で
総
鉱
夫
数
五
○
○
人
以
上
の
も
の
は
、
’
一
一
一
一
鉱
山
し
か
な
く
、
友
子

の
あ
る
大
炭
坑
を
考
慮
す
る
と
、
奉
願
帳
を
発
行
し
う
る
よ
う
な
鉱
山
は
五
○
位
と
ゑ
て
大
過
あ
る
ま
い
。

（
７
）
和
田
梅
吉
の
場
合
、
約
二
年
四
ヶ
月
生
き
た
。

（
８
）
前
掲
松
島
書
、
七
四
’
五
頁
。
も
っ
と
も
こ
の
件
数
の
中
に
奉
願
帳
発
行
へ
の
寄
附
が
含
ま
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
資
料
で
は
区
別

（
注
）

（
１
）
『
鉱
夫
待
遇
事
例
』

（
２
）
松
島
静
雄
『
友
子
〈

（
３
）
同
書
、
一
三
八
頁
。

（
４
）
こ
の
赤
沢
自
友
子
（

お
き
た
い
。

『
鉱
夫
待
遇
事
例
』
、
三
九
頁
。

Ｃ
 

松
島
静
雄
『
友
子
の
社
会
学
的
考
察
』
、
一
一
一
七
頁
。

こ
の
赤
沢
自
友
子
の
資
料
は
、
松
井
勝
明
氏
所
蔵
の
も
の
で
あ
り
、
氏
の
好
意
に
よ
っ
て
閲
覧
す
る
機
会
を
え
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
て
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２１２０ 
、､ノ、_ノ さ

れ
て
い
な
い
の
で
無
視
し
て
お
く
。

前
掲
松
島
書
、
二
○
六
頁
。

注
（
５
）
を
参
照
。
な
お
、
日
立
鉱
山
で
は
奉
願
帳
の
発
行
を
や
め
て
「
特
別
救
助
」
制
度
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

い
わ
き
市
石
炭
化
石
博
物
館
所
蔵
。

夕
張
市
石
炭
博
物
館
『
夕
張
の
炭
鉱
と
友
子
』
展
の
資
料
目
録
参
照
。

本
資
料
は
、
『
夕
張
市
史
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
市
川
博
「
北
海
道
の
友
子
に
つ
い
て
」
『
金
属
鉱
山
研
究
』
第
六
二
号
、
四
頁
を
参
照
。

市
川
氏
の
北
海
道
の
友
子
分
析
に
期
待
し
た
い
。

前
掲
松
島
書
、
二
○
六
頁
。

前
掲
松
島
書
、
二
（

同
書
、
二
○
六
頁
。

前
掲
松
島
書
、
二
（

注
（
５
）
を
参
照
。

こ
の
資
料
は
、
秋
田
県
阿
仁
合
町
教
育
委
員
会
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。

『
鉱
夫
調
査
概
要
』
を
参
照
。

懇
話
会
編
『
日
本
鉱
業
発
達
史
』
下
に
よ
れ
ば
、
金
属
鉱
山
の
個
人
企
業
者
は
、
明
治
四
○
年
に
六
○
人
と
し
て
い
る
。

前
掲
松
島
書
、
二
○
六
頁
。

注
（
４
）
を
参
照
。

Ｃ
九
九
○
年
七
月
一
五
日
記
）


